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シンポジウム 

消費者市民教育を実践する 

～消費者教育推進法の成立を受けて～ 

 

       日 時  ２０１３年９月２１日（土） 

１３時００分～１６時３０分 

       場 所  弁護士会館２階 講堂「クレオ」ＢＣ 

       司 会  中村美智子（シンポジウム実行委員会委員） 

            岩田修（日弁連消費者問題対策委員会幹事） 

 

■主催者挨拶 

  山岸憲司（日本弁護士連合会会長） 

■問題提起 

  平澤慎一（日弁連消費者問題対策委員会幹事） 

■資料説明 

  武田香織（同委員会委員） 

■講演 

 ①「今後の消費者教育の推進」 

  片山朗氏（消費者庁消費生活情報課長） 

 ②「消費者教育推進法のもとでの、地方における消費者教育施策の推進について」 

  色川卓男氏（静岡大学教授，日本消費者教育学会会員） 

 ③「行動する消費者を育てる」 

  島田広（日弁連消費者問題対策委員会委員） 

■事例報告 

 ①「砥部町における高齢者見守りネットワークについて」 

  武田咲枝氏（愛媛県砥部町消費者相談窓口 消費生活相談員） 

 ②「かしこい消費者を目指して ～教員と消費生活相談員との連携～」 

  神山留美子氏（岐阜・岐阜市立精華中学校教諭） 

（休憩） 

■パネルディスカッション 

「わたしが実践する消費者市民教育」 

 （パネリスト・５０音順） 

  色川卓男氏（静岡大学教授，日本消費者教育学会会員） 

  神村明利氏（静岡県くらし・環境部県民生活課長） 
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  川口康裕氏（消費者庁審議官） 

  島田広（日弁連消費者問題対策委員会委員） 

（コーディネーター） 

  靏岡寿治（日弁連消費者問題対策委員会副委員長） 

  岩﨑夏子（シンポジウム実行委員会委員） 

■閉会挨拶 

  中村新造（日弁連消費者問題対策委員会委員） 
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◇◆プロフィール◆◇ 

 

【講演者】 

 

片山朗（かたやま あきら）さん  

消費者庁消費生活情報課長 

1964 年 大阪府生まれ 

学歴 

1987 年 京都大学工学部卒業 

1989 年 京都大学大学院工学研究科修了 

職歴 

1989 年 4 月 経済企画庁入庁（現 内閣府） 

同経済研究所主任研究官室（世界経済モデルグループ） 

1992 年 3 月 内閣官房内閣外政審議室 

1994 年 4 月 北九州市経済局産業振興部工業課長 

1996 年 4 月 経済企画庁総合計画局計画課課長補佐 

1998 年 6 月 外務省欧州連合日本政府代表部書記官 

2001 年 7 月 内閣府男女共同参画局男女共同参画推進官（企画・海外担当） 

2002 年 7 月 内閣府国民生活局総務課課長補佐（総括担当） 

2004 年 7 月 内閣府国民生活局総務課調査室長 

2005 年 8 月 外務省経済協力局有償資金協力課企画官 

2007 年 7 月 内閣府大臣官房参事官 

（政府広報室 世論調査・広聴・海外広報担当） 

2010 年 8 月 国土交通省国土計画局計画官（人口・社会経済班） 

2012 年 8 月 内閣府 自殺対策推進室・定住外国人施策推進室 参事官 

2013 年 8 月 現職 

主な出版物 

 平成 17 年版国民生活白書「子育て世代の意識と生活」（執筆責任者）など 

 社会と調査（有斐閣）第 5 号「回収率を考える」（座談会）など 

 平成 25 年版自殺対策白書（執筆責任者）など 

 

色川卓男（いろかわ たくお）さん 

静岡大学教育学部教授（消費生活科学専攻） 

1960 年東京生まれ 

早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程満期退学後、（財）家計経済研究所研究員を

経て、現職（専門 生活経済学、消費者政策論、消費者教育論）。 

他に、前消費者教育推進会議委員、現在、静岡市消費生活審議会会長、静岡市消費者教
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育推進地域協議会会長、消費者問題ネットワークしずおか代表なども務める。 

 

島田広（しまだ ひろし） 

弁護士 

平成 6 年 3 月  東京大学法学部卒業 

平成 10 年 4 月 福井弁護士会に登録 

平成 13 年 4 月 泉法律事務所開設 

平成 13 年 4 月 福井弁護士会消費者問題対策委員会委員長（～平成 18 年 3 月） 

平成 22 年 6 月 日弁連消費者問題対策委員会副委員長（～平成 25 年 5 月） 

平成 22 年 11 月 消費者教育推進会議（消費者庁）委員（～平成 24 年 3 月） 

平成 24 年 9 月 消費者教育推進のための体系的プログラム研究会（消費者庁）委員（～

平成 25 年 1 月） 

平成 25 年 3 月 消費者教育推進会議委員（～現在） 

平成 25 年 4 月 福井弁護士会会長、日弁連理事 

 

【事例報告者】 

 

武田咲枝（たけだ さきえ）さん 

消費生活相談員（愛媛県東温市・松前町・砥部町消費者相談窓口） 

松山大学経済学部卒業。地元銀行勤務、生協理事等を経て現職。 

○消費生活相談員としての勤務歴 

愛媛県消費生活センター（平成 18 年 10 月～平成 21 年 3 月） 

東温市・松前町・砥部町消費者相談窓口（平成 22 年 8 月～現在） 

○NPO 法人えひめ消費者ネット会員 

○高齢者や見守り者を対象とした出前講座や講演多数 

◆第２回地方消費者委員会（松山）にてケーススタディ事例報告 

◆悪質商法被害防止フォーラム（24 年度に愛媛県中予地方局で開催）にて高齢者見守り

ネットワーク事例を発表 

◆「消費者教育研究」NO.157（消費者教育支援センター刊行）に「砥部町における高齢

者の見守りネットワークを活用した被害事例の発掘」を執筆。 

 

神山留美子（こうやま るみこ）さん 

教諭（岐阜・岐阜市立精華中学校） 

大学卒業後、会社勤務を経て平成 17 年度より岐阜県小中学校教諭として採用。 

平成 20 年４月より、岐阜市立青山中学校に勤務。 

この時より、家庭科の学習において、消費生活の題材で授業実践を行う。 
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◆消費者の権利と責任をどのように教えるか？ 

「消費者教育研究」No.１５４（消費者教育支援センター） 

◆消費生活相談員と連携を図った家庭科の授業における消費者教育の在り方 

「国民生活」2013.5（国民生活センター） 

 

【パネリスト】 

 

川口康裕（かわぐち やすひろ）さん 

消費者庁審議官 

昭和 57 年 4 月  経済企画庁採用 

平成 3 年 4 月  同庁国民生活局消費者行政第一課課長補佐（消費者教育、製造物責任

法の策定など） 

平成 6 年 7 月  大蔵省主計局主査 

平成 10 年 6 月  経済企画庁国民生活局消費者行政第一課調査官（消費者契約法の策定） 

平成 12 年 6 月  在アメリカ合衆国日本国大使館参事官 

平成 18 年 7 月  内閣府国民生活局総務課長 

平成 20 年 2 月 （併）内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付） 

        （命）内閣官房消費者行政一元化準備室参事官（消費者庁設置法、消

費者安全法の策定など） 

平成 21 年 6 月  (併）内閣府大臣官房消費者庁・消費者委員会設立準備室参事官 

平成 21 年 9 月  金融庁総務企画局参事官（監督局担当） 

平成 23 年 7 月  消費者庁審議官（改正消費者安全法、消費者裁判特例法案、消費者教

育、地方消費者行政、食品表示など担当） 

 

色川卓男（いろかわ たくお）さん 

 

神村明利（かみむら あきとし）さん 

静岡県くらし・環境部県民生活課長 

 

島田 広（しまだ ひろし） 
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靏岡寿治（つるおか ひさはる） 

2005 年弁護士登録（静岡県弁護士会） 

 ◆弁護士会における主な役職等 

 日弁連消費者問題対策委員会副委員長 

 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員長 

 

岩﨑夏子（いわさき なつこ） 

2010 年弁護士登録（東京弁護士会） 

 ◆弁護士会等における主な役職等 

 東京弁護士会消費者問題特別委員会委員 
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■問題提起

「消費者市民教育を実践する～消費者教育推進法の成立を受けて」

日弁連・消費者問題対策委員会幹事

弁護士 平 澤 慎 一

１ 消費者被害の実情と消費者教育推進法の制定

消費者と事業者との情報の質や量、交渉力の格差により消費者被害が発生し、

情報化や国際化などにより被害の実態はより複雑化・多様化しています。また、

消費者は、地球温暖化やゴミ問題など、地球全体の持続可能性をも脅かす問題に

も直面しています。

このような状況の中で、 年 月に、消費者庁の発足を定めた「消費者行2008 6
政推進基本計画」が閣議決定され、 年に消費者庁、消費者委員会が設置さ2009
れて、消費者行政が大きく変わる契機になりました。

それとともに、消費者が自らの利益の擁護と増進のために主体的に行動し、さ

らには、消費者が、自らの選択と行動が社会全体に与える影響を考慮しつつ公正

かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画することができるようにするために、

消費者教育の推進が極めて重要であることが再認識されました。

日弁連でも、 年 月に和歌山で開かれた日弁連人権大会での「安全で公2009 11
正な社会を消費者の力で実現しよう～消費者市民社会の確立をめざして～」とい

うシンポジウムにおいて「消費者市民社会」が議論され、そのうえで「消費者被

害のない安全で公正な社会を実現するための宣言」が採択されています。

そして、以後、「消費者市民社会」を実現するための消費者教育が重要である

という認識の下、日弁連は消費者教育推進法の制定を求める意見書を 年、2009
年に発表し、このような流れの中で、昨年 月に、消費者教育の意義・理2011 8

念及び推進体制を定めて、「消費者市民社会」の基礎を作る「消費者教育推進

法」が制定され、同年 月に施行されました。これは極めて画期的なことです。12
更に、本年 月には「消費者教育の推進に関する基本的な方針」も策定され、6
まさに本年は消費者市民社会をめざす消費者教育の始まりの年と言えます。

２ なぜ「消費者市民社会」をめざす消費者教育が重要なのか。

ところで、「消費者市民社会」というのは、個々の消費者が、お互いの特性や

多様性を尊重し、自らの消費行動が将来にわたって内外の社会、経済、環境に影

響を及ぼしうることを自覚し、公正かつ持続可能な社会に主体的に参画する社会

のことです（消費者教育推進法２条２項）。

これまでも消費者教育のための取組はいろいろありましたが、どのようにすれ

ば個人が消費者被害にあわないか、実際に被害にあったときにどうすればよいか

という点を中心に考えられがちでした。これは、消費者は事業者が提供する商品

やサービスの単なる受け手であり、消費行動が極めて個人的な営みだと捉えられ

てきたためです。

しかし、本来、消費行動は、購入だけでなく、使用、廃棄、再生の各場面にお

いて、社会、経済、環境に影響を及ぼすという意味では多分に社会的な営みでも

あり、消費者はこうした消費行動や事業者や行政に対する働きかけを通じて、主

体的に、社会、経済、環境に影響を与えることができる存在です。

そこで、消費者教育推進法では、このような消費者の主体性と、消費行動の社
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会的な側面が極めて重要だと考え、「消費者市民社会」を消費者教育の中に加え

たのです。

３ 「消費者市民社会」をめざす消費者教育は被害救済に役立つのか。

一方、「消費者市民社会」を目指す消費者教育は被害救済に役立つのかという

疑問が聞かれますが、次の３点から「役立つ」ということは明らかです。

まず、被害にあいにくい消費者を育てるという点があります。消費者市民社会

を目指す教育は、ものを見る目を育てる教育です。消費者は、商品やサービスに

ついて、権利の主体として情報を集め、勧誘や広告をうのみにせず吟味し、さま

ざまな観点から評価し、その上で選択する能力を身につけることができます。

次に、加害者を生み出しにくくするという点があります。消費者市民社会を目

指す教育は、批判的精神を鍛える教育です。加害者になってしまう人も消費者で

す。自分の選択が他者や自分の人生へ及ぼす影響について、厳しく長い目で検討

してから行動する能力を育てることで、加害者になるのを防ぐことができます。

更に、被害を防ぐ社会を作るという点が指摘できます。消費者市民社会を目指

す教育は、学校だけでなく地域や事業者においてもなされる教育です。情報が世

代をこえて提供され、行政への働きかけが盛んになり、見守りが行きとどいた社

会を作ることができるのです。

４ 「消費者市民社会」の考え方と消費者の「自己責任」との関係

ところで、「消費者市民社会」は、個々の消費者や生活者が自らの消費行動を

通して社会の発展と改善に積極的に参加してゆく社会なので「消費者の権利」だ

けでなく「消費者の責任」も前提となります。しかし、ここでいう「消費者の責

任」は、消費者被害には消費者にも落ち度があるのだからある程度はその被害を

引き受けるべきだといういわゆる消費者の「自己責任」とは全く異なるものです。

消費者の権利と責任については、国際消費者機構（ＣＩ）が掲げる８つの権利

と５つの責任が有名ですが、責任の内容は、①批判的意識を持つ責任、②主張し

行動する責任、③社会的弱者への配慮責任、④環境への配慮責任、⑤連帯する責

任となっています。これらは消費者の権利の実現と表裏一体としての「社会的責

任」であって、消費者市民社会の実現のために必要な消費者の態度なのであり、

消費者の権利が制限されてしまう消費者の「自己責任」とは無関係です。

その点を十分認識し、むしろ権利の実現のための「社会的責任」の自覚が必要

ということになると考えます。

５ 具体的な取り組みと連携の重要性

さて、以上のとおり、「消費者市民社会」を目指す消費者教育の重要性がクロ

ーズアップされてきていますが、重要なことは具体的な取り組みです。

家庭・学校・職場・地域のいろいろな場面で具体的な教育活動が行われるよう

教材の充実や人材の育成などが極めて重要となってきます。また、国民生活セン

ターや各地の消費生活センターをはじめ関係諸機関が連携し、より一層充実した

教育内容にしていくことも課題です。

まだ具体例は少ないですが、様々な創意工夫が行われていくところであり、今

後の発展が期待されます。

本日のシンポジウムでは、まさにその実践について大いに議論をしていただき、

消費者教育の発展のステップになればと考えています。

以 上
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国
・
消
費
者
教
育
の
総
合
的
・
一
体
的
な
推
進

・
国
民
の
消
費
生
活
の
安
定
・
向
上
に
寄
与

消
費

者
教

育
の

推
進

に
関

す
る
法

律
の

概
要

目
的

(第
1条

)
国

と
地

方
の

責
務

と
実

施
事

項

責
務

(第
4条

)

地
方

公
共
団
体

責
務

(第
5条

)
・
国
民
の
消
費
生
活
の
安
定
・
向
上
に
寄
与

定
義

(第
2条

)

『
消
費
者
教
育
』

消
費
者
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
消
費
生
活
に
関

す
る
教
育
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
啓
発
活
動

(消
費
者
が
主
体
的
に
消
費
者
市
民
社
会
の
形
成
に
参
画
す
る
こ
と

責
務

(第
4条

)

団
体

の
区

域
の

社
会

的
経

済
的

状
況

に
応

じ
た
施

策
策

定
、
実

施
(消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
、
教

育
委

員
会
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
)

推
進
に
必

要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置

(地
方
は
努
力
義
務
)

財
政

上
の

措
置

(第
8条

)

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
策

定
、
実
施

責
務

(第
5条

)

・
基
本
方
針
を
踏
ま
え
策
定
(
努
力
義
務
)

・
消

費
者

庁
･文

部
科

学
省

が
案

を
作

成
･閣

議
決

定
･基

本
的
な
方
向

･推
進
の
内
容
等

(消
費
者
が
主
体
的
に
消
費
者
市
民
社
会
の
形
成
に
参
画
す
る
こ
と

の
重
要
性
に
つ
い
て
理
解
及
び
関
心
を
深
め
る
た
め
の
教
育
を

含
む
。
）

『
消
費
者
市
民
社
会
』

・
個
々
の
消
費
者
の
特
性
及
び
消
費
生
活
の
多
様
性
の
相
互
尊
重

・
自
ら
の
消
費
生
活
に
関
す
る
行
動
が
将
来
に
わ
た
っ
て
内
外
の

推
進
に
必

要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置

(地
方
は
努
力
義
務
)

基
本

方
針

(第
9条

)
都

道
府

県
消

費
者

教
育

推
進

計
画

市
町

村
消

費
者

教
育

推
進

計
画

社
会
経
済
情
勢
及
び
地
球
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
こ
と
の

自
覚

・
公
正
か
つ
持
続
可
能
な
社
会
の
形
成
に
積
極
的
に
参
画

基
本

理
念

（
第
3条

）

消
費

者
教

育
推

進
会

議
(第

1
9
条

)

消
費

者
庁

に
設

置
(い

わ
ゆ
る
８
条

機
関
)

①

消
費

者
教

育
推

進
地

域
協

議
会

(第
2
0
条

)

都
道

府
県

・
市

町
村

が
組

織
(努

力
義
務
)

・
消

費
生

活
に
関

す
る
知

識
を
習

得
し

適
切

な
行

動
に
結

び
つ

①
構
成
員
相
互
の
情
報
交
換
･調

整
～
総
合
的
、
体

系
的

か
つ
効

果
的

な
推

進
②
基
本
方
針
の
作
成
･変

更
に
意
見

委
員
(内

閣
総
理
大
臣
任
命
)

～
消
費
者

事
業
者

教
育
関
係
者

消
費
者
団
体
･

①
構
成
員
相
互
の
情
報
交
換
･調

整
～
総
合
的
、

体
系

的
か

つ
効

果
的

な
推

進
②
推
進
計
画
の
作
成
･変

更
に
意
見

構
成

消
費

生
活

に
関

す
る
知

識
を
習

得
し
、
適

切
な
行

動
に
結

び
つ

け
る
実
践
的
能
力
の
育
成

・
主

体
的

に
消

費
者

市
民

社
会

の
形

成
に
参

画
し
、
発

展
に
寄

与
で
き
る
よ
う
積

極
的

に
支

援

体
系
的
推
進
・

幼
児

期
か

ら
高

齢
期

ま
で
の

段
階

特
性

に
配

慮

義
務

付
け

(国
・
地
方

)
努

力
義

務
(国

お
よ
び
地

方
)

消
費
者
、
事
業
者
、
教
育
関
係
者
、
消

費
者
団
体

学
識
経
験
者
等

※
委
員
は
2
0
名
以
内
、
任
期
２
年
、
幹
事
、
専
門

委
員
を
置
く
（
政
令
で
規
定
）

構
成

～
消
費
者
、
消
費
者
団
体
、
事
業
者
、

教
育
関
係
者
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等

効
果
的
推
進

・
場
(学

校
、
地
域
、
家
庭
、
職
域
)の

特
性
に
対
応

・
多

様
な
主

体
間

の
連

携

・
消

費
者

市
民

社
会

の
形

成
に
関

し
、
多

角
的

な
情

報
を
提

供
非
常
時
(災

害
)の

合
理
的
行
動
の
た
め
の
知
識

理
解

○
学
校
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
推
進

(第
11

条
)

発
達
段
階
に
応
じ
た
教
育
機
会
の
確
保
、
研
修
の
充
実
、

人
材
の
活
用

○
大
学
等
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
推
進

(第
12

条
)

学
生
等
の
被
害
防
止
の
た
め
の
啓
発
等

○
教
材
の
活
用
等

(第
15

条
)

○
調
査
研
究

(第
17

条
)

○
情
報
の
収
集

(第
18

条
)

消
費

者
団

体
(努

力
義
務
)（

第
6条

）

～
自
主
的
活
動
･協

力

・
非
常
時
(災

害
)の

合
理
的
行
動
の
た
め
の
知
識

・
理
解

・
環
境
教
育
、
食
育
、
国
際
理
解
教
育
等
と
の
有
機
的
な

連
携

○
地
域
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
推
進

(第
13

条
)

高
齢
者
･障

害
者
へ
の
支
援
の
た
め
の
研
修
･情

報
提
供

○
人
材
の
育
成
等
(第

16
条
)

事
業

者
・
事

業
者

団
体

(努
力
義
務
)

～
施

策
へ

の
協

力
・
自

主
的

活
動

（
第
7条

)
～
消
費
生
活
の
知
識
の
提
供
、
従
業
員
の
研
修
、
資
金
の
提
供

(第
14

条
）

※
施
行
日
：
平
成
２
４
年
１
２
月
１
３
日
（
公
布
日
：
平
成
２
４
年
８
月
２
２
日
）

１
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Ⅲ
消

費
者

教
育

の
推

進
の
内

容
○

基
本

方
針

の
方

向
＝
誰
も
が

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も

生
涯

を
通
じ
て

国
・
地

方
、
多

様
な
担

い
手

の
指

針

平
成

25
年
度
～

29
年
度
の

5年
間

○
基
本
方
針
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
消
費
者
教
育
推
進
計
画
、

市
町

村
消

費
者

教
育

推
進

計
画

を
作
成
(努

力
義

務
)

消
費

者
教

育
の

推
進

に
関

す
る
基

本
的

な
方

針
(基

本
方

針
)

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

閣
議

決
定

○
消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
9条

（
平
成
24

年
12

月
施
行
）

○
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
案
を
作
成
、
閣
議
で
決
定
。

～
平
成
25

年
3月

よ
り
消

費
者

教
育
推

進
会

議
開

催
、
消

費
者

委
員
会

の
意

見
聴

取
、
消

費
者

等
の
意

見
反

映
。

概
要

Ⅰ
消

費
者

教
育

の
推

進
の
意

義

Ⅲ
消

費
者

教
育

の
推

進
の
内

容

１
様

々
な
場

で
の

推
進

・
学
校
(小

･中
･高

校
、

大
学
･専

門
学
校
等
)

・
地

域
社

会
(地

域
、
家

庭
)

・
職
域

２
人
材
(担

い
手
)の

育
成
・
活
用

・
小
･中

･高
校
・
大
学
等
の
教
職
員

・
消

費
者

団
体

、
N
P
O
、
地

域
福

祉
関

係
者

・
事
業
者
･事

業
者
団
体
等

・
消
費
者

３
資

源
等

・
教

材
等

の
作

成
、
活

用
・
調
査
研
究

・
情
報
収
集
･提

供

○
基

本
方

針
の

方
向

＝
誰

も
が

、
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
、
生
涯

を
通
じ
て
、

様
々

な
場

で
、
消

費
者

教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
を

提
供

し
、
効

果
的

に
推

進
○

手
段

＝
幅

広
い
担

い
手

（
国

・
地

方
、
行

政
・
民
間

、
消
費

者
自
身

）
の

支
援
、
育
成

担
い
手

間
の

連
携

、
情

報
共

有
の

促
進

Ⅰ
消

費
者

教
育

の
推

進
の
意

義
･
グ
ロ
ー
バ
ル
化
/
高
度
情
報
化
/
高
齢
化
⇒
消
費
者
被
害
の
多
様
化
・
複
雑
化

･
大
量
生
産
大
量
消
費
大
量
廃
棄
/
大
震
災
の
経
験
⇒
消
費
行
動
の
課
題

・
消

費
者

の
自

立
を
支
援

被
害
に
遭
わ
な
い
消
費
者
、
合
理
的
意
思

決
定
の
で
き
る
消
費
者
の
育
成

ル
ー
ル
整
備
、

厳
格
な
法
執
行
、

経
済

社
会

の
変

化
行

政
各

部
局
間

、
多

様
な
担

い
手

と
の

連
携

消
費
者
行
政
部
局
と
教
育
行
政
部
局
、
福
祉
関
係
部

局
、
商
工
部
局
と
の
連
携

（
高
齢
者
・
障
害
者
見
守
り
、
担
い
手
と
し
て
の
事

業
者
・
事
業
者
団
体
と
の
連
携
）

モ
デ
ル

地
区
に
お
け
る
先
進
的
な
実
践

消
費
者
市
民
社
会
概
念
の
研
究
・
普
及

効
果

的
な
情

報
提

供
方
策

の
開
発

～
特
に
高
齢
者
･
障
害
者
向
け

・
ル
ー
ル
を
知
り
、

被
害
を
防
ぐ
消
費

者
の
努
力

Ⅱ
消

費
者

教
育

の
推

進
の
基

本
的
な
方

向決
定
の
で
き
る
消
費
者
の
育
成

・
消

費
者

市
民
社
会
の
形
成
に
寄
与

よ
り
よ
い
市
場
、
よ
り
よ
い
社
会
の
発
展

に
積
極
的
に
関
与
す
る
消
費
者
の
育
成

法
、

消
費
者
支
援
・

救
済
施
策

○
消

費
者

教
育

の
体
系

的
推
進

領
域

段
階
ご
と
に
目
標
を
設
定

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

育
成

、
活

用

消
費
者
市
民
社
会
概
念
の
研
究
・
普
及

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
育
成
/
 
情
報
提
供

消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
化

（
消

費
者

教
育

・
人

材
育

成
）

←
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
支
援

消
費

者
学

習
の

国
民
的

な
運

動
多
様
な
実
践
を
共
有
し
、
相
互
に
連
携
･
協
働

で
き
る
場
の
提
供

優
れ
た
活
動
を
奨
励

・
持
続
可
能
な
消

費
の

実
践

、
消

費
者
の
社
会
的
役

割
の
自
覚

＋

Ⅳ
関

連
す
る
他

の
消

費
者
施
策

と
の

連
携

○
消

費
者

教
育

の
体
系

的
推
進

領
域
・
段
階
ご
と
に
目
標
を
設
定

情
報
の
「
見
え
る
化
」
⇒
多
様
な
担
い
手
が
共
有

多
様
な
関
係
者
の
つ
な
ぎ
役
、

地
域
と
学
校
の
つ
な
ぎ
役

優
れ
た
活
動
を
奨
励

（
消
費
者
支
援
功
労
者
表
彰
制
度
等
）

消
費
者
教
育
の
日
、
週
な
ど
の
制
定

１
安
全
･安

心
の
確
保

事
故
・
ト
ラ
ブ
ル
情
報

の
迅
速
的
確
な
分
析
、
原
因
究
明

⇒
教
材
の
反
映

･
対
象
領
域

消
費
者
市
民

商
品
等
の
安
全

社
会
の
構
築

各
段
階

生
活
の
管
理
と
契
約

情
報
と
メ
デ
ィ
ア

Ⅴ
今

後
の

消
費

者
教

育
の
計

画
的
な
推

進

安
安
心

確
保

２
自
主
的
･合

理
的
な
選
択

の
機
会
の
確
保

３
消
費
者
意
見
の
反
映
･透

明
性
確
保

４
苦
情
処
理
･紛

争
解
決
の
促
進

食
品
と
放
射
能
に
関
す
る
理
解
増
進

リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
強
化

⇒
教
材
へ
の
反
映

･
各
段
階

生
活
の
管
理
と
契
約

情
報
と
メ
デ
ィ
ア

･
消
費
者
の
特
性
･場

の
特
性
に
応
じ
た
方
法
で
実
施

若
年
者
の
被
害
防
止
･
成
年
年
齢
引
下
げ
に
向
け
た
環
境
整
備
の
観
点
等
か
ら
高
等

食
品

表
示

の
理

解
増

進

Ⅴ
今

後
の

消
費

者
教

育
の
計

画
的
な
推

進

○
各

主
体

の
役

割
と
連

携
･協

働

○
国

か
ら
の

地
方
支

援
財
政
支
援
、
情
報
提
供
に
よ
る
支
援

１
今
後
の
推
進
方
策

・
各
都
道
府
県
･市

町
村
で
の
推
進
の
支
援

・
推
進
会
議
・
小
委
員
会
で
の
検
討
、
施
策
へ
の
反
映

専
門
委
員

地
域
ご
と
の
代
表
を
任
命

地
方

支
援

推
進
会
議
の
地
方
開
催

推
進
計
画
策
定
地
域
協
議
会
設
置
に
向
け

若
年
者
の
被
害
防
止
成
年
年
齢
引
下
げ
に
向
け
た
環
境
整
備
の
観
点
等
か
ら
、
高
等

学
校
段
階
ま
で
に
、
主
体
的
に
判
断
し
責
任
を
も
っ
て
行
動
で
き
る
能
力
を
育
む

･
消
費
行
動
の
社
会
経
済
へ
の
影
響
等
、
多
角
的
視
点
で
情
報
提
供

・
国
と
地
方
公
共
団
体

各
府
省
庁
で
今
後
実
施
の
施
策
を

取
り
ま
と
め
（
2
5
年
内
目
途
）

地
域

に
お
け
る
多

様
な
主

体
間

の
ネ
ッ
ト
ワ

ク
化

（
消

専
門
委
員
:地

域
ご
と
の
代
表
を
任
命

２
基
本
方
針
の
達
成
度
の
検
証
（
5
年

の
見

直
し
)

・
基
本
方
針
の
見
直
し
＝
中
間
的
に
３
年
を
目
途
に

見
直
し

・
達
成
度
の
検
証

推
進
計
画
策
定
、
地
域
協
議
会
設
置
に
向
け
、

事
例
集
の
作
成
・
説
明
会
等
で
情
報
提
供

・
消
費
者
教
育
推
進
の
た
め
の
指
標
化

・
す
べ
て
の
都
道
府
県
で
推
進
計
画
の
策
定
、

地
域
協
議
会
の
設
置
を
目
指
し
、
支
援

○
環

境
教

育
・
食
育

・
金

融
経
済

教
育
・
法
教

育
等
と
の

連
携

推
進

連
携
・
展
開
に
よ
る
相
乗
効
果
・
教
材
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
共
通
化
な
ど

・
消
費
者
行
政
と
教
育
行
政

・
地
方
公
共
団
体
と
消
費
者
団
体
、
事
業
者
団
体

体
間

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

（
消

費
者

教
育
推
進
地
域
協
議
会
）

２
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学
校

家
庭

職
域

地
域

○
様

々
な
場

各
種

全
国

組
織

幅
広

い
主

体
が

連
携

誰
も
が

、
ど
こ
に
住

ん
で
い
て
も
、
生

涯
を
通

じ
て
、
様

々
な
場

で
消

費
者

教
育

を
受

け
る
こ
と
が

で
き
る
機

会
を
提

供
し
、
効

果
的

に
推

進

○
対

象
領

域
・
・
生

活
の

あ
ら
ゆ
る
領

域

消 費 者 市 民

社 会 の 構 築

・
消
費
が
も
つ
影
響
力
の
理
解

・
持
続
可
能
な
消
費
の
実
践

消
費
者
参
画
協
働

各
省

庁

消
費

者
庁

文
部

科
学

省
消
費
者
団
体

国
民

築
・
消
費
者
の
参
画
協
働

・
商
品
安
全
の
理
解
と
危
険
を
回
避
す
る
能
力

・
ト
ラ
ブ
ル
対
応
能
力

・
選
択
し
契
約
す
る
こ
と
へ
の
理
解
と
考
え
る
態
度

商 品 等

の 安 全

生 活 の

と 契 約

各
省

庁

連
携

事
業
者
団
体

福
祉
関
係

団
体

国
民

生
活

セ
ン
タ
ー

等

国
消

費
者

教
育

推
進

会
議

・
選
択
し
、
契
約
す
る
こ
と
へ
の
理
解
と
考
え
る
態
度

・
生
活
を
設
計
管
理
す
る
能
力

・
情
報
の
収
集
・
処
理
・
発
信
能
力

・
情
報
社
会
の
ル
ー
ル
や
情
報
モ
ラ
ル
の
理
解

・
消
費
生
活
情
報
に
対
す
る
批
判
的
思
考
力

の 管 理

約

情 報 と

メ デ ィ ア

連
携

団
体

推
進

会
議
の
地
域
開
催

等

消
費

生
活

セ
ン
タ
ー

（
消
費
者
教
育
セ
ン
タ

）

都
道

府
県

・
市

町
村

支 援

○
消

費
者

の
特

性

若
年
者
、
高
齢
者
等
年
齢
、
性
別
、
障
害
の
有
無
、
就
労
状
況
等

○
各

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
で
の

体
系
的

な
実

施

（
消
費
者
教
育
セ
ン
タ
ー
）

消
費
者
教
育
･

人
材
育
成
の
拠
点

消
費

者
教

育
推

進
地

域
協

議
会

＝
地

域
の

多
様

な
担

い
手

の
結

節
点

相
談

員
地

域

幼
児
期
か
ら
高
齢
期
ま
で
の
各
段
階
に
応
じ
て
体
系
的
に
実
施
。

そ
の
際
、
「
消
費
者
教
育
の
体
系
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
」
な
ど
も
参

考
に
し
な
が
ら
発
達
段
階
ご
と
の
学
習
目
標
を
整
理
明
確
化

消
費

者
行

政

消
費
者

団
体

N
PO

幼
児
期

小
学
生
期

中
学

生
期

高
校
生
期

成
人

期

特
に
若

者
成

人
一

般
特

に
高

齢
者

各
期
の

特
徴

様
々
な
気
づ
き
の

体
験
を

通
じ
て
、
家
族
や

身
の
回

り
の
物
事
に
関
心

を
も
ち
、

そ
れ
を
取
り
入
れ
る
時
期

主
体
的
な
行
動
、
社
会
や

環
境
へ
の

興
味

を
通

し
て
、

消
費
者
と
し
て
の

素
地
の

形
成
が
望
ま
れ
る
時
期

行
動

の
範

囲
が
広

が
り
、

権
利

と
責
任
を
理
解
し
、

ト
ラ
ブ
ル
解
決
方
法

の
理
解

が
望
ま
れ
る
時

期

生
涯
を
見
通
し
た
生
活
の
管

理
や
計

画
の
重
要
性
、
社
会

的
責
任

を
理
解
し
、
主
体
的

な
判
断

が
望
ま
れ
る
時

期

生
活
に
お
い
て
自
立
を
進

め
、
消
費
生

活
の
ス
タ
イ

ル
や
価
値
観
を
確
立
し
自

ら
の
行
動
を
始
め
る
時
期

精
神
的
、
経
済
的
に
自
立

し
、
消
費
者
市
民

社
会
の

構
築
に
、
様
々
な
人
々
と

協
働
し
取
り
組
む
時
期

周
囲
の
支
援
を
受
け
つ
つ

も
人
生
で
の

豊
富
な
経
験

や
知
識
を
消
費
者
市
民
社

会
構
築
に
活
か
す
時
期

消 費 者 市 民 社 会 の 構 築

消
費
が
も
つ

影
響
力
の
理

解

持
続
可
能
な

消
費
の
実
践

消
費
者
の
参

画
・

消
費

者
の

行
動

が
環
境

、
経

済
、
社

会
に
与

え
る
影

響
に

配
慮

す
る
こ
と
の

大
切

さ
を
伝

え
合

お
う

支
え
合

い
な
が

ら
協

働
し
て

消
費

者
問

題
そ
の

他
の

社
会

持
続

可
能

な
社

会
に
役

立
つ

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

に
つ
い
て
伝

え
合

お
う

身
の

回
り
の
も
の

を
大

切
に

し
よ
う

協
力

す
る
こ
と
の

大
切

さ
を
知

お
つ
か

い
や

買
い
物

に
関

心

を
持

と
う

生
産

・流
通

・
消
費

・
廃

棄
が

環
境

、
経

済
、
社

会
に
与

え
る

影
響

に
配

慮
し
て
行

動
し
よ
う

地
域

や
職

場
で
協

働
し
て
消

費
者

問
題

そ
の
他

の
社

会
課

持
続

可
能

な
社

会
を
目

指
し

た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
実

践
し

よ
う

生
産
・
流

通
・消

費
・
廃

棄
が

環
境
、
経

済
、
社

会
に
与

え
る

影
響
を
考

え
る
習

慣
を
身

に

付
け
よ
う

消
費
者

問
題

そ
の

他
の

社
会

課
題
の

解
決

や
公

正
な
社

持
続
可

能
な
社

会
を
目

指
し

た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
探

そ
う

生
産

・
流

通
・消

費
・
廃

棄
が

環

境
、
経

済
や

社
会

に
与

え
る
影

響
を
考

え
よ
う

身
近

な
消

費
者

問
題

及
び
社

会
課

題
の

解
決

や
公
正

な
社

持
続

可
能

な
社

会
を
目

指
し
て
、

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
考
え
よ
う

消
費

者
の
行

動
が

環
境

や

経
済

に
与

え
る
影

響
を
考

え

よ
う

身
近

な
消
費

者
問

題
及

び

社
会

課
題
の

解
決

や
公

正

消
費

生
活
が

環
境

に
与

え
る

影
響

を
考

え
、
環

境
に
配

慮

し
た
生

活
を
実

践
し
よ
う

消
費

を
め
ぐ
る
物

と
金

銭
の

流
れ

を
考

え
よ
う

身
近

な
消

費
者

問
題

に
目

を

自
分

の
生

活
と
身

近
な
環
境

と
の

か
か

わ
り
に
気

づ
き
、
物

の
使

い
方

な
ど
を
工

夫
し
よ
う

重
点

領
域

Ve
r.1
.0

事
業
者
団

体

地
方

行
政

地
域

考
に
し
な
が
ら
、
発
達
段
階
ご
と
の
学
習
目
標
を
整
理
、
明
確
化
。

福
祉

部
局

教
育

委
員
会

消
費

者
行

政
部

局
学
識
経

験
者

築 商 品 等 の 安 全 生 活 の 管 理 と 契 約

ト
ラ
ブ
ル
対
応
能

力商
品
安
全
の

理
解
と
危
険
を
回

避
す
る
能
力

選
択
し
、
契
約
す

る
こ
と
へ

の
理
解

と
考
え
る
態
度

生
活
を
設
計
・管

理
す
る
能
力

消
費
者
の
参

画
・

協
働

困
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
ら
身

近

な
人

に
伝

え
よ
う

く
ら
し
の

中
の

危
険

や
、
も
の

の
安

全
な
使

い
方

に
気

づ
こ

う 約
束

や
き
ま
り
を
守

ろ
う

欲
し
い
も
の

が
あ
っ
た
と
き
は

、

よ
く
考

え
、
時

に
は

我
慢
す
る

こ
と
を
お
ぼ

え
よ
う

支
え
合

い
な
が

ら
ト
ラ
ブ
ル

解

決
の

法
律

や
制

度
、
相

談
機

関
を
利

用
し
よ
う

安
全

で
危

険
の

少
な
い
く
ら
し

の
大

切
さ
を
伝

え
合

お
う

生
活

環
境

の
変

化
に
対

応
し

支
え
合

い
な
が

ら
生

活
を
管

理
し
よ
う

契
約

ト
ラ
ブ
ル

に
遭

遇
し
な
い

暮
ら
し
の

知
恵

を
伝

え
合

お
う

消
費

者
問

題
そ
の

他
の

社
会

課
題

を
解

決
し
、
公

正
な
社

会
を
つ
く
ろ
う

協
力

す
る
こ
と
の

大
切

さ
を
知

ろ
う

ト
ラ
ブ
ル

解
決

の
法

律
や

制

度
、
相

談
機

関
を
利

用
し
や

す
い
社

会
を
つ
く
ろ
う

安
全

で
危
険

の
少

な
い
く
ら
し

と
消
費

社
会

を
つ
く
ろ
う

経
済

社
会

の
変

化
に
対
応

し
、

生
涯

を
見

通
し
た
計

画
的

な

く
ら
し
を
し
よ
う

契
約

と
そ
の
ル

ー
ル

を
理
解

し
、
く
ら
し
に
活

か
そ
う

費
者

問
題

そ
の
他

の
社

会
課

題
を
解

決
し
、
公

正
な
社

会

を
つ
く
ろ
う

ト
ラ
ブ
ル
解

決
の

法
律

や
制

度
、
相

談
機

関
を
利

用
す
る

習
慣
を
付

け
よ
う

安
全
で
危

険
の

少
な
い
く
ら
し

方
を
す
る
習
慣

を
付

け
よ
う

生
涯
を
見

通
し
た
計

画
的

な

く
ら
し
を
目

指
し
て
、
生

活
設

計
・管

理
を
実

践
し
よ
う

契
約
の

内
容

・
ル

ー
ル

を
理

解
し
、
よ
く
確

認
し
て
契
約

す

る
習

慣
を
付

け
よ
う

課
題
の

解
決

や
、
公

正
な
社

会
の
形

成
に
向
け
た
行

動
の

場
を
広

げ
よ
う

ト
ラ
ブ
ル

解
決

の
法

律
や

制
度

、

相
談

機
関

の
利

用
法

を
知

ろ
う

安
全

で
危

険
の

少
な
い
く
ら
し

と
消

費
社

会
を
目

指
す
こ
と
の

大
切

さ
を
理

解
し
よ
う

主
体

的
に
生

活
設

計
を
立

て
て

み
よ
う

生
涯

を
見

通
し
た
生

活
経
済

の

管
理

や
計

画
を
考

え
よ
う

適
切

な
意

思
決

定
に
基

づ
い

て
行
動

し
よ
う

契
約

と
そ
の

ル
ー
ル

の
活

用
に

つ
い
て
理

解
し
よ
う

会
課

題
の

解
決

や
、
公
正

な
社

会
の

形
成

に
協

働
し
て
取

り
組

む
こ
と
の

重
要

性
を
理

解
し
よ
う

販
売

方
法
の

特
徴

を
知

り
、

ト
ラ
ブ
ル

解
決

の
法

律
や

制

度
、
相
談

機
関

を
知

ろ
う

危
険

を
回

避
し
、
物
を
安

全

に
使

う
手

段
を
知

り
、
使

お
う

消
費

に
関

す
る
生

活
管

理
の

技
能

を
活

用
し
よ
う

買
い
物

や
貯

金
を
計

画
的

に

し
よ
う

商
品

を
適

切
に
選

択
す
る
と

と
も
に
、
契

約
と
そ
の
ル

ー

ル
を
知

り
，
よ
り
よ
い
契

約
の

仕
方

を
考

え
よ
う

社
会

課
題
の

解
決

や
、
公

正

な
社

会
の
形

成
に
つ
い
て
考

え
よ
う

困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
身

近

な
人
に
相

談
し
よ
う

危
険

を
回

避
し
、
物

を
安

全

に
使

う
手

が
か

り
を
知

ろ
う

物
や

金
銭

の
大

切
さ
に
気

づ

き
、
計

画
的
な
使

い
方
を
考

え
よ
う

お
小

遣
い
を
考
え
て
使

お
う

物
の

選
び
方

、
買
い
方

を
考

え
適
切

に
購

入
し
よ
う

約
束

や
き
ま
り
の

大
切

さ
を

知
り
、
考

え
よ
う

身
近

な
消

費
者

問
題

に
目

を

向
け
よ
う

法
曹

関

事
業
者

部
局

商
工

部
局

民
生

委
員

社
会
福
祉

主
事

介
護

福
祉
士

情 報 と メ デ ィ ア

情
報
の
収
集

・処
理
・発

信
能

力

消
費
生

活
情

報
に
対
す
る
批
判

的
思

考
力

情
報
社
会
の

ル
ー
ル
や
情
報

モ
ラ
ル
の
理
解

身
の

回
り
の
情

報
か

ら
「
な

ぜ
」
「ど

う
し
て
」
を
考
え
よ
う

支
え
合

い
な
が

ら
情

報
と
情

報
技

術
を
適

切
に
利

用
し
よ

う 支
え
合

い
な
が

ら
、
ト
ラ
ブ
ル

が
少

な
く
、
情

報
モ
ラ
ル

が
守

ら
れ

る
情

報
社

会
を
つ
く
ろ
う

支
え
合

い
な
が

ら
消

費
生

活

情
報

を
上

手
に
取

り
入

れ
よ

う

身
の

回
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
に
気

づ
こ
う

自
分

や
家

族
を
大

切
に
し
よ

う

情
報

と
情

報
技

術
を
適
切

に

利
用

す
る
く
ら
し
を
し
よ
う

ト
ラ
ブ
ル

が
少

な
く
，
情

報
モ

ラ
ル

が
守
ら
れ
る
情

報
社

会

を
つ
く
ろ
う

消
費

生
活

情
報

を
主

体
的
に

評
価

し
て
行

動
し
よ
う

情
報
と
情

報
技

術
を
適

切
に

利
用
す
る
習

慣
を
身

に
付

け

よ
う

情
報
社

会
の

ル
ー
ル

や
情

報

モ
ラ
ル

を
守

る
習

慣
を
付

け

よ
う

消
費
生

活
情

報
を
主

体
的

に

吟
味
す
る
習

慣
を
付

け
よ
う

情
報

と
情

報
技

術
の
適

切
な

利
用

法
や

、
国

内
だ
け
で
な
く

国
際

社
会

と
の

関
係

を
考

え
よ

う 望
ま
し
い
情

報
社

会
の

あ
り
方

や
、
情

報
モ
ラ
ル

、
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
に
つ
い
て
考

え
よ
う

消
費

生
活

情
報

を
評
価

、
選

択

の
方

法
に
つ
い
て
学

び
、
社
会

と
の

関
連

を
理
解

し
よ
う

消
費

生
活
に
関

す
る
情

報
の

収
集

と
発

信
の

技
能

を
身

に

付
け
よ
う

著
作

権
や
発

信
し
た
情

報
へ

の
責

任
を
知

ろ
う

消
費

生
活

情
報

の
評

価
、
選

択
の

方
法
に
つ
い
て
学
び
、

意
思

決
定
の

大
切

さ
知

ろ
う

消
費

に
関

す
る
情

報
の
集

め

方
や

活
用

の
仕

方
を
知

ろ
う

自
分

や
知

人
の

個
人

情
報
を

守
る
な
ど
、
情

報
モ
ラ
ル

を
知

ろ
う

消
費

生
活

情
報

の
目

的
や
特

徴
、
選

択
の

大
切

さ
を
知

ろ
う

※
本

イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
で
示
す
内

容
は

、
学
校

、
家

庭
、
地

域
に
お
け
る
学

習
内

容
に
つ
い
て
体

系
的

に
組
み

立
て
、
理

解
を
進

め
や

す
い
よ
う
に
整

理
し
た
も
の

で
あ
り
、
学

習
指
導

要
領

と
の

対
応

関
係

を
示
す
も
の

で
は

あ
り
ま
せ

ん
。

法
曹

関
係

者

学
校
・

教
職
員

○
「
見
て
」
、
「
聞
い
て
」
、
「
読
ん
で
」
自
ら
調
べ
、
「
学
ぶ
」
こ
と
で
「
気
付
く
」
こ
と
が
基
本
。

○
学
ん
だ
こ
と
を
、
自
ら
の
消
費
生
活
に
い
か
す
と
と
も
に
、
｢
見
せ
て
｣
､
｢
話
し
て
｣
､
｢
書
い
て
｣
他
人
に
伝
え
る
。

3
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「
消
費
者
安
心
戦
略
」
の
推
進

「
消
費
者
安
心
戦
略
」
の
推
進

－
経
済
社
会
情
勢
を
踏
ま
え
、
消
費
者
の
安
心
・
安
全
確
保
対
策
を
強
化
－

安
倍
内
閣
が
「
三
本
の
矢
」
（
い
わ
ゆ
る
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
）
を
強
力
に
推
進
す
る
中
、
成
長
戦
略
「
日
本
再
興
戦
略
」
が
目
指
す

「
消
費
が
増
え
、
新
た
な
投
資
を
誘
発
す
る
と
い
う
好
循
環
」
の
実
現
に
は
、
健
全
で
活
気
と
厚
み
の
あ
る
消
費
市
場
の
構
築
が

不
可

欠
。
こ
の

た
め
、
消

費
者

の
不

安
を
払

拭
し
、
安

心
・
安

全
を
確

保
す
る
た
め
の

「
消

費
者

安
心

戦
略

」
を
積

極
的

に
推

進
。

「
物
価
・
消
費
市
場
関
連

対
策
」
の
推
進

「
消
費
者
安
心
・
安
全
確
保

対
策
」
の
推
進

○
経

済
金

融
情

勢
を
踏

ま
え
つ
つ
、
生

活
関

連
物

資
等

に
係

る
物

価
動

向
を
注
視
す
る
体
制
を
強
化
す
る
。
ま
た
、
公

共
料
金
改
定
や
消
費
者

相
談
の
充
実
に
向
け
て
適
切
な
対
応
を
確
保
す
る
。

（
消

費
の

５
割

程
度

は
生

活
必

需
品

）

○
G

D
Pの

６
割

を
占

め
る
消

費
の

拡
大

は
、
経

済
成

長
に
必

要
不

可
欠

。
一

方
で
、

多
様
な
取
引
形
態
の
出
現
や

新
た
な
食
品
・
製
品
の
増
加
の
下
で
、
消
費
者
の

生
命
・
身
体
や
財
産
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
不
安
が
増
大
。

○
こ
の
た
め
、
積
極
的
な
消
費
者
被
害
防
止
対
策
の
展
開
や
、
消
費
者
被
害
回
復

○
成
長
戦
略
を
踏
ま
え
、
市
場
に
お
け
る
消
費
者
と
事
業
者
の
協
働
・

連
携
を
支
援
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
消
費
者
の
多
様
な
好
み
や
ニ
ー
ズ

を
反
映
し
た
市
場
の
創
出
、
消
費
の
拡
大
・
活
性
化
を
目
指
す
。

の
た
め
の
取
組
な
ど
を
通
じ
て
、
消
費
者
の
生
命
・
身
体
・
財
産
の
安
心
・
安
全
確

保
に
取
り
組
む
。

＜
「
消
費
者
被
害
防
止
対
策
」
の
積
極
展
開
＞

●
消
費
者
教
育

の
充

実

＜
「
物
価
関
連
対
策
」
の
推
進
＞

●
物

価
モ
ニ
タ
ー
体

制
の

強
化

●
公
共
料
金
改
定
の
際
の
料
金
の
適
正
性
の
確
保

●
消

費
生

活
相

談
員

の
一
層
の
質
向
上
と
養
成

・確
保

●
消
費
者
教
育

充
実

●
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
う
リ
ス
ク
の
高
い
消
費
者
（高

齢
者
、
被
害
経
験
者
等
）

を
守
る
「地

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」の

構
築
や
啓
発
活
動
等

＜
「
消
費
者
被
害
回
復
」
の
た
め
の
取
組
＞

●
「
消
費
者
被
害
の
集
団
的
回
復
の
た
め
の
裁
判
手
続

の
構
築
を

●
消
費
生
活
相
談
員
の

層
の
質
向
上
と
養
成

確
保

＜
生
命
・
身
体
・
財
産
の
安
心
・
安
全
確
保
＞

●
「
消
費
者
被
害
の
集
団
的
回
復
の
た
め
の
裁
判
手
続

」の
構
築
を

始
め
と
し
た
消
費
者
被
害
回
復
の
た
め
の
取
組
の
充
実

●
地
域
に
お
け
る
身
近
な
消
費
生
活
相
談
体
制
の
強
化

＜
「
消
費
市
場
関
連
対
策
」
の
推
進
＞

●
消
費
者
と
事
業
者
と
の
協
働
支
援

（
商

品
企

画
・
開
発
段
階
で
の
消
費
者
の
参
画

＜
生
命

身
体

財
産
の
安
心
安
全
確
保
＞

●
食
品
表
示
の

充
実

●
リ
コ
ー
ル
情
報
の
周
知
強
化
に
よ
る
事
故
再
発
防
止

●
悪
質
商
法
へ
の
厳
正
な
取
締
り
と
消
費
者
取
引
の
適
正
化

（
商
品
企
画

開
発
段
階
で
の
消
費
者
の
参
画

、
食
品
ロ
ス
の
削
減
等
）

●
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
風

評
被

害
対

策
な
ど
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個
別
事
項
①

個
別
事
項
①

「
物
価

「
物
価
・
消
費
市
場

・
消
費
市
場
関
連
対
策
」
の
推
進

関
連
対
策
」
の
推
進

一
般
物
価
に
対
す
る
取
組

＜
現
状
＞

レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
が
５
週
連
続
で
値
上
が
る
な
ど
、
消
費
者
に
身
近
な

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
の
一
部
に
値
上
げ
の
動
き
あ
り
。

般
物
価
に
対
す
る
取
組

物 価

＜
価
格
上
昇
の
例
＞

石
油

製
品

価
格

調
査

の
結

果
（
平

成
25

年
８
月

7日
公
表
）

○
８
月

５
日

時
点

の
ガ
ソ
リ
ン
等

の
店

頭
現

金
小

売
価

格
調

査
の

結
果

は
以

下
の

と
お
り
。

【
調

査
結

果
】

＜
対
策
＞

●
生
活
関
連
物
資
の
価
格
動
向
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、

消
費
者

の
情
報
提
供
を
行
う

消

安 定 の た

（
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
）

８
月

５
日

（
月

）
結

果
：
16

0.
1円

/㍑
・
前

週
の

15
8.

8円
と
比

べ
1.

3円
の

値
上

げ
（
5週

連
続
の
値
上
が
り
）

（
灯

油
）

８
月

５
日

（
月

）
結

果
：
10

0.
4円

/㍑
消

費
者
へ
の
情
報
提
供
を
行
う
。

⇒
【
物
価
モ
ニ
タ
ー
調
査
の
拡
充
】

公
共
料
金
に
対
す
る
取
組

消 費 市 場

た め の 機

・
前

週
の

99
.9
円

と
比

べ
0.

5円
の

値
上

げ
（
5週

連
続
の
値
上
が
り
）

出
所

：
資

源
エ
ネ
ル

ギ
ー
庁

資
料

公
共
料
金
に
対
す
る
取
組

場 の 拡 大 ・

動 的 か つ
・
こ
れ

ま
で
、
国

内
外

の
公

共
料

金
に
つ
い
て
は

、
価

格
調

査
を
実

施
。

●
公
共
料
金
の
内
外
価
格
差
等
に
関
す
る
調
査

・
公
共
料
金
の
決
定
に
つ
い
て

消
費
者
が
ど
の
よ
う
に
関
与

●
公
共
料
金
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
へ
の
消
費
者

関
与
に
関
す
る
調
査

・ 活 性 化

つ 適 切 な

こ
れ

ま
で
、
国

内
外

の
公

共
料

金
に
つ
い
て
は

、
価

格
調

査
を
実

施
。

来
年

度
は

、
こ
れ

に
加

え
、
比

較
分

析
の

た
め
の

背
景

調
査

を
実

施
。

・
公
共
料
金
の
決
定
に
つ
い
て
、
消
費
者
が
ど
の
よ
う
に
関
与

（
決

定
機

関
、
法

律
等

手
続

）
し
て
い
る
か

に
つ
い
て
調

査
。

消
費
市
場
に
関
す
る
取
組

行 政 に 寄

消
費
市
場
に
関
す
る
取
組

・
商
品
企
画
・
開
発
段
階
に
お
け
る
消
費
者
と
事
業
者
の
よ
り
一
層
の

協
働
の
支
援

●
消

費
者

と
事

業
者

と
の

協
働

支
援

・
食
品
と
放
射
能
に
関
す
る
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
に

よ
る
風
評
被
害
対
策
の
推
進

・
環
境
な
ど
に
配
慮
し
た
消
費
生
活
の
実
践
に
向
け
た
消
費
者
教

●
消
費
者
と
の
対
話
の
促
進
や
普
及
啓
発

寄 与

上
記
の
取
組
を
総
合
的
に
進
め
る
た
め
「
物
価
・
消
費
市
場
課
」

「
物
価
・
消
費
市
場
課
」
を
創
設

１

協
働
の
支
援

・
年
間
約
5
0
0
～
8
0
0
万
ト
ン
発
生
し
て
い
る
食
品
ロ
ス
の
削
減

環
境
な
ど
に
配
慮
し
た
消
費
生
活
の
実
践
に
向
け
た
消
費
者
教

育
の
推
進
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個
別
事
項
②

個
別
事
項
②

「
消
費
者
被
害
防
止
対
策
」
の
積
極
展
開

「
消
費
者
被
害
防
止
対
策
」
の
積
極
展
開

地
域

で
取

り
組

む

背
景
（
高
齢
消
費
者
被
害
の
実
態
）

背
景
（
高
齢
消
費
者
被
害
の
実
態
）

「
狙

わ
れ

消
費

者
防

御
作

戦
」
（
仮

称
）

・
近
年
、
高
齢
者
の
消
費
者
被
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
談
件
数
が
高
齢
者
の
人
口
の
伸
び
以
上
に
増
加
し
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
被
害
に
遭
っ
た
高

齢
者
が
再
び
狙
わ
れ
被
害
に
遭
う
「
二
次
被
害
」
も
増
加
傾
向
に
あ
る
（
注
１
）
。

・
ま
た
、
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
本
人
以
外
の
者
か
ら
相
談
が
寄
せ
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
被
害
に
遭
っ
た
高
齢
者
本
人
が
相
談
に
行
か
な
い
こ

と
が
多
い
た
め
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
訪
問
支
援
）
等
の
積
極
的
な
見
守
り
対
策
や
サ
ポ
ー
ト
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
（
注
２
）
。

高
齢

者
の

ト
ラ
ブ
ル

は
、
周

り
の

人
か

ら
の

相
談

が
多

い
高

齢
者

を
中

心
に
二

次
被

害
が

増
加

図
１

図
２

図
１
及

び
図

２
の

出
典

：
「
平

成
25

年
版
消
費
者
白
書
」 ２

（
注
１
）
高
齢
者
の
消
費
者
被
害
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
加
齢
や
認
知
症
等
の
要
因
に
よ
り
判
断
力
が
低
下
し
つ
つ
あ
る
人
が
増

加
し
て
い
る
こ
と
が
背
景
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
認

知
症

高
齢

者
に
つ
い
て
は

、
認

知
症

有
病

者
数

の
約

４
４
０
万

人
と
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ（
正

常
と
認

知
症

の
中

間
状

態
）
有

病
者

数
の

約
３
８
０
万

人
を
併

せ
る
と
、
約

８
２
０
万

人
と
推

計
さ
れ

て
い
る
（
平

成
２
２
年

）
。

出
典
：
平
成

25
年

6月
13

日
「
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
事
務
局
資
料
」

（
注

２
）
全

国
の

警
察

は
、
投

資
詐

欺
等

の
犯

行
グ
ル

ー
プ
か

ら
押

収
し
た
名

簿
（
約

１
２
０
万

人
分
）
を
使
っ
て
、
名
前
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
に
注
意
を
呼
び
か
け
る
取
組
を
実
施
し

て
い
る
。
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消
費
者
被
害
防
止
対
策
に
関
連
す
る
取
組
の
ス
キ
ー
ム
イ
メ
ー
ジ

消
費
者
被
害
防
止
対
策
に
関
連
す
る
取
組
の
ス
キ
ー
ム
イ
メ
ー
ジ

各
地
域
で
消
費
者
被
害
の
リ
ス
ク
を
分
析
し
た
上
で

ト
ラ
ブ
ル
に
遭
う
リ
ス
ク
の
高
い
消
費
者
（
高
齢
者
や
被
害
経
験
者
等
）
を

各
地
域
で
消
費
者
被
害
の
リ
ス
ク
を
分
析
し
た
上
で
、
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
う
リ
ス
ク
の
高
い
消
費
者
（
高
齢
者
や
被
害
経
験
者
等
）
を
、

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
と
地
域
の
関
係
者
が
リ
ス
ク
の
状
況
に
応
じ
て
効
果
的
・
重
点
的
に
地
域
で
見
守
る
体
制
の
拡
充
を
推
進
。

そ
の
際
、
見
守
り
等
の
効
果
分
析
に
基
づ
く
取
組
内
容
の
改
善
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
）
を
促
進
。

取
組
の
展
開
（
イ
メ
ー
ジ
）

◎
被
害
防
止
対
象
者
(
ハ
イ
リ
ス
ク
の
消
費
者
)
の
特
定

・
被
害
に
遭
い
や
す
い
消
費
者
の
属
性
や
被
害
内
容
を
分
析

【
地
域
段
階
】
消
費
者
被
害
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

関
係
機
関

地
域
関
係
者

・
被
害
に
遭
い
や
す
い
消
費
者
の
属
性
や
被
害
内
容
を
分
析

・
Ｐ
Ｉ
Ｏ
－
Ｎ
Ｅ
Ｔ
で
得
ら
れ
る
情
報
や
、
特
商
法
執
行
機

関
・
警
察
等
が
有
す
る
情
報
や
地
域
関
係
者
か
ら
の
情
報

等
を
活
用

◎ 検 証
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

地
方
自
治
体

福
祉
部
局

消
費
者
団
体

福
祉
等
関
係
者

◎
「
被
害
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
実
施

・
対
象
消
費
者
の
リ
ス
ク
に
応
じ
た
手
法
に
よ
り
、
地
域
の

関
係
者
が
連
携
し
て
「
見
守
り
」
と
「
消
費
者
教
育
」
を

効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
た
個
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施

証 結 果 を 取 組

消
費
生
活
セ
ン
タ

（
地
方
自
治
体
消
費
者

行
政
部
局
）

警
察

地
域
の
関
係
者
が
連
携
し
、

対
象
の
リ
ス
ク
に
応
じ
て

き
め
細
か
く
見
守
り
等
を
実
施

被
害
防
止
対
象
者

費
生

効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
た
個
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施

・
必
要
に
応
じ
、
通
話
録
音
装
置
等
も
活
用

・
被
害
の
端
緒
が
見
ら
れ
た
ら
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
の

早
期
連
絡
。
セ
ン
タ
ー
に
て
当
該
被
害
に
対
応
の
上
、
被

害
拡
大
防
止
の
た
め
、
関
係
者
等
に
情
報
提
供

組 内 容 に 反 映

き
め
細
か
く
見
守
り
等
を
実
施

商
店
等
の

地
域
事
業
者

自
治
会
等

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ

の
早
期
連
絡
・
関
与
に

よ
る
被
害
の
未
然
防
止

・
抑
制

特
商
法

執
行
機
関
等

◎
取
組
の
効
果
を
検
証

映

必
要
に
応
じ
、
通
話
録
音
装

置
等
も
活
用

地
域
の
事
業
者

自
治
会
等

適
正
な
ル
ー
ル
作
り
を
行
い
、

法
執
行
等
で
入
手
し
た
情
報

も
適
切
に
活
用

３

※
消
費
者
庁
か
ら
は
、
消
費
者
教
育
推
進
会
議
の
検
討
（
消
費
者
教
育
の
た
め
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
拠
点
化
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
促
進
の

た
め
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
具
体
策
）
も
踏
ま
え
、
消
費
者
教
育
推
進
地
域
協
議
会
（
消
費
者
教
育
推
進
法
第
2
0
条
）
の
設
置
に
向
け
た

方
策
等
を
、
各
地
で
の
先
進
事
例
等
と
と
も
に
情
報
提
供

福
祉
や
介
護
等
の
既
存
の
枠
組
や

消
費
者
教
育
地
域
協
議
会
に
係
る

繋
が
り
を
積
極
的
に
活
用
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消
費
者
被
害
防
止
対
策
の
先
駆
的
取
組
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

消
費
者
被
害
防
止
対
策
の
先
駆
的
取
組
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

地
域
で
の
先
駆
的
取
組

１
．
こ
れ

ま
で
の

取
組

○
平
成
１
９
年
度
～

・
高

齢
消

費
者
・
障

害
消

費
者

見
守

り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
連

絡
協

議
会

（
年

１
回

）

ス
ケ
ジ
ュ

ル
地
域
で
の
先
駆
的
取
組

事
例

１
）
愛

媛
県

南
予

地
方

局
悪

質
商

法
被

害
防

止
の

た
め
の

南
予

地
方

局
高

齢
者

・
障

害
者

等
見

守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

高
齢

消
費

者
障

害
消

費
者

見
守

り
ネ
ッ
ト
ワ

ク
連

絡
協

議
会

（
年

１
回

）

（
全

国
規

模
の

高
齢

福
祉

団
体

、
障

害
者

団
体

、
消

費
者

団
体

、
関

係
省

庁
等

）

○
平
成
２
１
年
度
～

・
地

方
消

費
者

行
政

活
性

化
基

金
に
よ
る
見

守
り
体

制
作

り
の

支
援

●
平
成
２
４
年
８
月

「
消

費
者

教
育

の
推

進
に
関

す
る
法

律
制

定
（

年
月

施
行

）

官
民

の
連

携
に
よ
り
、
地

域
全

体
で
高

齢
者

及
び
障

害
者

等
を
見

守
り
、
消

費
者

被
害

を
発

見
し
た
と
き
に
迅

速
に
対

応
で
き
る
体

制
を
整

備

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
員
（
高
齢
者
や
障
害
者
の
周
囲
に
い
る
方
（
消
費
者
団
体
や

・
「
消

費
者

教
育

の
推

進
に
関

す
る
法

律
」
制
定
（
２
４
年

１
２
月
施
行
）

○
平
成
２
５
年
度

・
高

齢
消

費
者

の
二

次
被

害
防

止
モ
デ
ル

事
業

（
電

話
見

守
り
、
通

話
録

音
等

の
モ
デ
ル

事
業

）

・
地
方
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
の
う
ち
先
駆
的

プ
ロ
グ
ラ
ム

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
金
融
機
関
等
）
）
は
、
高
齢
者
等
の
被
害
を
発
見
・
予

見
し
た
と
き
等
に
、
市
町
の
消
費
生
活
相
談
窓
口
に
通
報

・
市
町
消
費
生
活
相
談
窓
口
は
、
通
報
を
受
け
て
、
助
言
、
相
談
、
あ
っ
せ
ん
等
を

実
施

（
県

消
費

生
活

セ
ン
タ

や
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ

等
と
も
連

携
）

地
方
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
の
う
ち
先
駆
的

プ
グ
ラ
ム

（
電

話
見

守
り
、
通

話
録

音
、
自

動
電

話
遮

断
等

の
取

組
支

援
）

●
平
成
２
５
年
６
月

・
「
消

費
者

教
育

の
推

進
に
関

す
る
基

本
的

な
方

針
」
策

定

（
今

後
、
各

都
道

府
県

、
市

町
村

で
の

消
費

者
教

育
推

進
地

方
協

議
会

の
設

置

及
び
消

費
者

教
育

推
進

計
画

の
策

定
を
推

進
）

実
施

（
県

消
費

生
活

セ
ン
タ
ー
や

地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
等
と
も
連
携
）

・
民

間
登

録
団

体
数

：
３
８
１

（
２
４
年

７
月

２
日

時
点

）

※
東
予

地
方

局
、
中

予
地
方
局
に
お
い
て
も
同
様

の
事
業

を
展

開

事
例

２
）
札

幌
市

及
び
消

費
者

教
育

推
進

計
画

の
策

定
を
推

進
）

２
．
今

後
の

取
組

○
●

平
成
２
５
年

９
月
～

「
消

費
者

被
害

防
策

在
方

を
検

消
費

生
活

推
進

員
が

、
被

害
の

未
然

防
止

・
早

期
発

見
の

た
め
、
日

常
的

に
高

齢

者
・
障

害
者
の
生
活
に
か

か
わ

る
団

体
・
者
と
連

携

事
例

２
）
札

幌
市

消
費

者
被

害
防

止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事

業

・
「
消

費
者

被
害

防
止
対

策
」
の

在
り
方

を
検

討
関
係
省
庁
等
と
も
議
論

消
費
生
活
相
談
員
資
格
や
地
域
の
見
守
り
体
制
に
関
す
る
検
討

○
●

平
成
２
６
年
度
～

・
「
消

費
者

被
害

防
止

対
策

」
の

見
守

り
体

制
の

拡
充

を
推

進

者
障

害
者

活
わ

る
団

体
者

連
携

・
関
係
機
関
（
地
縁
組
織
や
介
護
事
業
者
等
）
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
、
「
消
費
生

活
推

進
員

」
が

訪
問

。
相

談
内

容
に
応

じ
て
、
現

場
で
の

助
言

や
他

機
関

の
紹

介
、

消
費

者
セ
ン
タ
ー
相

談
室

へ
の

引
継

ぎ

４

・
「
消

費
者

被
害

防
止

対
策

」
の

見
守

り
体

制
の

拡
充

を
推

進
地
方
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
を
活
用
し
た
先
駆
的
取
組
の
推
進

注
）
○

は
見

守
り
関

係
、
●

は
消

費
者

教
育

関
係

・
消
費
生
活
推
進
員
は
、
地
域
で
の
会
合
な
ど
で
の

“ミ
ニ
講

座
”を

実
施

・
悪
質
事
業
者
へ
の
指
導
・
取
締
り
、
地
域
の
見

守
り
強
化
の
観
点
か
ら
、
北
海
道

警
察
と
も
連
携
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必
要
性

約
30
4億

円

実
績
・
効
果

消
費

生
活

相
談

窓
口
の

整
備

個
別
事
項
③

個
別
事
項
③

地
方
消
費
者
行
政
活
性
化
交
付
金

地
方
消
費
者
行
政
活
性
化
交
付
金

“
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
消
費
生
活
相
談
を
受
け
ら
れ
る
体
制

づ
く
り
”
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム

～
消
費
者
の
権
利
を
守
る
社
会
基
盤

○
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
：
４
割
Ｕ
Ｐ
（
２
２
３
か
所
Ｕ
Ｐ
）

（
2
1
年
）
5
0
1
→
（
2
4
年
）
7
2
4
か
所

○
窓
口
設
置
市
町
村
：
２
割
Ｕ
Ｐ
（
２
２
８
市
町
村
Ｕ
Ｐ
）

（
2
1
年
）
1
,3
7
5
→
（
2
4
年
）
1
,6
0
3
市
町
村

２
０
年

度
２
次

補
正

１
５
０
億

円

２
１
年

度
１
次

補
正

約
７
２
．
７
億

円

２
４
年

度
当

初
５
億

円
（
一

般
会

計
）

／
３
．
６
億

円
（
復

興
特

会
※
１
）

２
４
年

度
補

正
６
０

２
億

円

約
30
4億

円

国
の
行
政
の
一
端
を
担
う
地
方
消
費
者
行
政

消
費

生
活

相
談

窓
口
の

整
備

２
４
年

度
補

正
６
０
．
２
億

円

２
５
年

度
当

初
５
億

円
※
２
（
一
般
会
計
）

／
７
．
３
億

円
（
復

興
特

会
※
１
）

※
１

被
災

４
県

（
岩

手
、
宮

城
、
福

島
、
茨
城

）
が

対
象

※
２

自
治
体
の
自
主
的
な
判
断
に
基
づ
き
事
業
実
施
す
る
通

常
の

基
金
事

業
と

は
異

な
り

当
該

予
算

で
は

国
か
ら
先

駆
的

な
政

策
テ

マ
を
提

案
し

地

国
の
行
政
の
端
を
担
う
地
方
消
費
者
行
政

～
悪
質
事
業
者
へ
の
指
導
な
ど
国
の
取
組
に
は
、
自
治
体
か
ら
の
情
報
が
不
可
欠

G
D
P
の
約
６
割
を
占
め
る
家
計
消
費

～
消
費
者
が
安
心
し
て
消
費
で
き
る
環
境
整
備
と
公
正
な
市
場
形
成
に
よ
り
、

消
費
拡
大
が
実
現

○
消
費
生
活
相
談
員
数
：
２
割
Ｕ
Ｐ
（
５
９
１
人
Ｕ
Ｐ
）

（
2
1
年
）
2
,8
0
0
人
→
（
2
4
年
）
3
,3
9
1
人

○
消
費
者
教
育
・
啓
発
実
施
市
町
村
：
4
7
市
町
村
Ｕ
Ｐ

（
2
1
年
）
8
8
1
→
（
2
3
年
）
9
2
8

相
談

員
配

置
市

町
村
: ４

割
(H
21

)→
６
割
(H
24

)

○
身
近
な
相
談
体
制
は
、
緒
に
つ
い
た
ば
か
り

基
金
の
上
積
み

事
業
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
中
期
的
な
消
費
者
行
政
活
性
化

は
異

な
り
、
当

該
予

算
で
は

、
国

か
ら
先

駆
的

な
政

策
テ
ー
マ
を
提

案
し
、
地

方
と
連

携
し
て
実

施
消
費
拡
大
が
実
現

課
題

～
被
害
を
誰
に
も
相
談
し
な
か
っ
た
人
は
約
３
割
／
立
ち
上
げ
間
も
な
い
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
件
数
は
６
分
の
１

⇒
地
域
に
根
付
い
た
存
在
と
な
る
の
は
こ
れ
か
ら

～
自
主
財
源
化
の
傾
向
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
予
算
に
占
め
る
基
金
割
合
は
３
割

⇒
  
下
支
え
な
し
に
は
、
取
組
が
一
気
に
後
退

○
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
っ
た
と
き
に
安
心
し
て
相
談
で
き
る

社
会
基
盤
づ
く
り

の
た
め
の
方
針
（
活
性
化
計
画
）
に
基
づ
き
、

計
画
的
に
推
進

○
地
域
社
会
全
体
で
取
り
組
む
べ
き
消
費
者
問
題

～
高
齢
者
の
消
費
生
活
相
談
は
、
人
口
の
伸
び
以
上
に
増
加

⇒
き
め
細
や
か
に
幅
広
く
展
開
す
る
上
で
、
行
政
の
既
存
の
取
組
だ
け
で
は
限
界

～
セ
ン
タ
ー
設
置
・
窓
口
新
設
／
消
費
生
活
相
談
員
の
養
成
・
確
保
、

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

○
国
と
地
方
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
先
駆
的

プ
グ

「
消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」

（
2
5
年
6
月
2
8
日
閣
議
決
定
）

○
消
費
者
問
題
解
決
力
の
高
い
地
域
社
会
づ
く
り

プ
ロ
グ
ラ
ム

～
国
が
提
案
す
る
政
策
テ
ー
マ
に
対
応
し
た
、
先
駆
的
な
取
組
を
実
施

（
国
か
ら
の
必
要
な
財
政
上
の
措
置
等
）

推
進
法
で
は
、
政
府
に
お
い
て
は
、
消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
推
進
法
第
８
条
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
国
に
お
い
て
は
、
消
費
者
教
育
の
推
進
の
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
国
自
ら
が
実
施
す

べ
き
施
策
を
着
実
に
進
め
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
財
政
支
援
や
事
例
提
供
等
の
情
報
面
で
の
支
援
な

ど
を
含
め
、
必
要
な
施
策
を
検
討
し
、
実
施
す
る
。

～
消
費
者
教
育
・
啓
発
に
よ
り
、
消
費
者
自
身
の
対
応
力
を
高
め
る

～
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
を
見
守
る
活
動

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
」

（
2
5
年
6
月
1
4
日
閣
議
決
定
）

５
．
（
４
）
安
全
・
安
心
な
社
会
の
実
現
等
（
消
費
者
行
政
、
治
安
・
司
法
、
防
衛
等
）

消
費
者
の
安
全
・
安
心
の
確
保
は
消
費
の
拡
大
と
成
熟
し
た
社
会
の
形
成
に
と
っ
て
大
前
提
と
な
る
。
悪
質
な
事
業
者
に
よ
る
消
費
者
被
害
の
防
止
、

被
害
者
救
済
、
安
全
性
の
確
保
、
職
員
と
放
射
能
に
関
す
る
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
分
か
り
や
す
い
食
品
の
表
示
の
た
め
の
取
組
を
強
化
す
る
。

地
方
に
お
け
る
消
費
者
教
育
や
消
費
者
が
安
心
し
て
相
談
で
き
る
環
境
の
整
備
等
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
。

５
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消
費
者
教
育
推
進
法
の
も
と
で
の
、
地
方
に
お

け
る
消
費
者
教
育
施
策
の
推
進
に
つ
い
て

静
岡
大
学
教
授

消
費

者
問

題
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
ず
お
か

代
表

色
川

卓
男

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

1

自
己

紹
介


静

岡
大

学
教

授


消

費
者

問
題

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
ず
お
か

代
表


静

岡
市

消
費

生
活

審
議

会
会

長


静

岡
市

消
費

者
教

育
推

進
地

域
協

議
会

会
長


前

消
費

者
庁

消
費

者
教

育
推

進
会

議
委

員

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

2

自
己

紹
介

２


消

費
生

活
科

学
専

攻
の

担
当

→
消

費
者

問
題

に
対

応
で
き
る
専

門
家

、
消

費
者

教
育

の
担

い
手

を
養

成
す
る 今
年

も
消

費
生

活
ア
ド
バ

イ
ザ

ー
に
2
名

合
格


専
門

生
活
経
済
学
、
消
費
者
教
育
論
、
消
費
者
行

政
論


こ
こ
1
0
年

ほ
ど
、
継

続
的

に
地

方
消

費
者

行
政

の
体

制
と
そ
の

消
費

者
教

育
施

策
の

調
査

を
行

っ
て
い
る

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

3

消
費

者
教

育
推

進
法

が
で
き
た
経

緯


色

々
理

由
は

あ
る
け
れ

ど
・
・
・


4
0
年

以
上

の
歴

史
が

あ
り
な
が

ら
、
な
か

な
か

消
費

者
教

育
が

進
ま
な
か

っ
た


審

議
会

で
は

い
い
こ
と
を
言

っ
て
い
て
も
、
そ
れ

が
政

策
に
結
び
つ
か

な
か
っ
た


な
ら
ば

、
法

令
で
縛

ろ
う

と
い
う
こ
と

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

4
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日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

5

消
費

者
教

育
の

必
要

性
は

、
19

60
年

代
か

ら
（
消
費
者
保
護
基
本
法

19
68

）


「
消
費
者
保
護
と
消
費
者
教
育
と
は
相
互
に

補
い
合
う
も
の
で
あ
り
、
両
者
が
車
の
両
輪

の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
こ
そ
、
消
費
者
行
政

の
実
が
あ
が
る
」

国
民

生
活

研
究

所
(1
9
6
9
)『

生
活

経
営

学
』

既
に

40
年
以
上
前
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
こ
と

消
費
者
教
育
の
簡
単
な
歴
史


1
9
6
0
年

代
「
車

の
両

輪
」

・
消
費
者
保
護
基
本
法
(1
9
6
8
)


1
9
8
0
年
代
後
半

「
自
立
し
た
消
費
者
」

・
1
9
8
9
年

学
習
指
導
要
領
改
訂
に
お
い
て
、
消
費
者
教
育
が
本
格

的
に
導

入
さ
れ

る


2
0
0
0
年

代
前

半
本

格
的

な
展

開
期

へ
・
消
費
者
基
本
法
(2
0
0
4
)

・
最
近
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
よ
っ
て
、
消
費
者
教
育
が
さ
ら
に
拡

充
さ
れ
た

・
消
費
者
教
育
推
進
法
（
2
0
1
2
）

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

6

国
か

ら
地

方
に
期

待
さ
れ

て
い
る
こ
と

（
基
本
方
針
等
か
ら
）


地
域
協
議
会
の
構
築


多
様
な
主
体
の
連
携


消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
拠
点
化


コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
利
用

、
育

成
？

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

7

前
提

は
自

分
た
ち
で
考

え
る
こ
と

(自
治

事
務

）

国
の

考
え
方

を
、
地

方
か

ら
見

る
と
・
・
・

⇒
地

域
の

つ
な
が

り
が

薄
れ

て
い
る
中

で
、
ど
う
つ

な
が

り
を
作

っ
て
い
く
の

か
？

⇒
セ
ン
タ
ー
が
拠
点
に
な
れ
る
の
か
？

⇒
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

担
い
手

は
い
る
の

か
？

あ
る
い
は

養
成

で
き
る
の

か
？

⇒
国

レ
ベ
ル

で
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
地

方
に
求

め
る
の
か
？

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

8
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地
方

消
費

者
行

政
に
よ
る
、

消
費

者
教

育
施

策
の

現
状


学
校
に
対
す
る
消
費
者
教
育
施
策

⇒
ほ

と
ん
ど
の

自
治

体
で
入

り
口

程
度


住
民
に
対
す
る
消
費
者
啓
発
施
策

⇒
中

央
値

が
月

に
1
回

程
度

。
と
て
も
バ

ラ
ツ
キ

が
大

き
い
。

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

9

6
.6

4
.4

1
5
.6

2
.2

2
4
.4

3
.2

1
9
.4

1
3
.3

1
2
.91
6
.1

4
0

2
43
2
.1

2
4
.12
0
.7

2
7
.6

1
1
.81
7
.8

2
9
.43
5
.3

4
7
.1

8
5

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

授
業

実
践

例
情

報

誌
刊

行

パ
ン
フ
等
配
布

教
材

等
配

布

資
料

利
用

促
進

教
諭

研
修

出
前

講
座消

費
者

教
育

施
策

実
施

し
て
い
る
自

治
体

人
口

規
模

別

（
Ｎ
＝

1
2
2
）

％

政
令

(N
=
1
7
）

大
(4
0
万

人
以

上

N
=
2
9
）

中
（
3
0
～

4
0
万

人

未
満

N
=
3
1
）

小
(2
0
～

3
0
万

人

未
満

N
=
4
5
）

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

1
0

行
政

に
よ
る
取

り
組

み
の

現
状

①
行

政
→

学
校

向
け

（
政

令
市

2
0
0
7
年

度
デ
ー
タ
、
そ
の

他
都

市
2
0
0
9
年

度
デ
ー
タ
）

学
校

で
の

出
前

講
座

の
箱

ひ
げ
図

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

1
1

行
政

に
よ
る
取

り
組

み
の

現
状

②
行

政
→

学
校

向
け

（
政

令
市

2
0
0
7
年

度
デ
ー
タ
、
そ
の

他
都

市
2
0
0
9
年

度
デ
ー
タ
）

箱
ひ
げ
図
の
見
方

箱
は
デ
ー
タ
の
下
か
ら

2
5
～

7
5
％

の
範

囲
を
さ
す
。

箱
の
中
に
あ
る
太
い
線
は
、

中
央

値
。

箱
か
ら
伸
び
た
線
は
、

箱
の

大
き
さ
の

1
.5
倍

ま
で

の
最

大
値

、
最

小
値

を
示

す
。

そ
れ

以
外

は
外

れ
値

。

人
口

20
万
人
以
上
非
政
令
市
人
口
規
模
別
出
前
講
座
回
数

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

1
2

行
政

に
よ
る
取

り
組

み
の

現
状

③
行

政
→

住
民

向
け

（
2
0
0
9
年

度
デ
ー
タ
）

20 / 82



多
く
の

自
治

体
が

取
り
組

む
べ

き
課

題


「
掘

り
起

こ
し
」
と
「
連

携
」

⇒
内

側
行
政
組
織
内
部

⇒
外

側
既
存
団
体
だ
け
で
は
な
く
、
イ
メ
ー
ジ

マ
ッ
プ
に
関

わ
る
よ
う
な
こ
と
を
や

っ
て
い
る
団

体
の
把
握

⇒
過

去
当
該
自
治
体
の
歴
史
を
知
り
、
そ
れ
を

ふ
ま
え
る

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

1
3

「
掘

り
お
こ
し
」
と
「
連

携
」

内
側


消
費
者
行
政
部
局
と
教
育
委
員
会
と
の
連
携
だ
け
で
充
分
な
の
か


教
育
現
場
の
「
消
費
者
教
育
」
＞
消
費
者
行
政
部
局
の
「
消
費
者
教
育
」

例 
食
の
安
全

等
⇒
製
品
の
安
全

部
局


町
お
こ
し

⇒
商
業
関
係

部
局


高
齢
者
向
け
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
支
援

⇒
福
祉
部
局

⇒
ど
う
行

政
組

織
内

部
で
の

「
消

費
者

教
育

」
の

折
り
合

い
を
つ
け
る

か
？

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

1
4

「
掘

り
お
こ
し
」
と
「
連

携
」

外
側


消

費
者

行
政

部
局

と
、
既

存
消

費
者

団
体

と
の

つ
な
が

り
だ
け
で
充
分
な
の
か
？

⇒
こ
れ

ま
で
う
ま
く
い
か

な
か

っ
た
の

は
、
行

政
だ
け
で

は
な
く
、
既

存
団

体
の

力
が

弱
か

っ
た
と
い
う
側

面
も
あ
る


既

存
団

体
の

活
性

化
だ
け
で
な
く
、
新

規
団

体
や

潜
在

的
な
団

体
を
積

極
的

に
「
掘

り
お
こ
し
」
て
、
つ
な
が

る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

1
5

「
掘

り
お
こ
し
」
と
「
連

携
」

過
去


自

治
体

自
身

は
、
自

分
た
ち
が

こ
れ

ま
で
行

っ
て

き
た
消

費
者

教
育

、
消

費
者

行
政

の
歴

史
を
充

分
、
分

析
、
反

省
し
て
、
今

後
の

施
策

に
活

か
す

意
識

が
必

要

⇒
い
わ

ゆ
る
こ
の

「
引

き
継

ぎ
」
が

ほ
と
ん
ど
で
き
て

い
な
い

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

1
6
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「
連

携
」
っ
て
何

？


事

例
１

行
政

側
は

お
金

は
出

す
け
れ

ど
、
「
丸

投
げ
」


事

例
２

行
政

側
が

主
体

的
に
関

わ
り
、
関

係
者

は
従

属
的
に
関
わ
る
。


事
例
３

行
政
側
も
関
係
者
も
主
体
的
に
関
わ
る
。

⇒
お
そ
ら
く
ど
の

事
例

も
行

政
機

関
に
と
っ
て
は

、
「
連

携
」

⇒
し
か

し
我

々
か

ら
み

る
と
・
・
・

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

1
7

先
進

事
例

か
ら
み

る
、
推

進
の

要
件


こ
こ
で
い
う
「
先
進
事
例
」
と
は
、
既
に
施
策
と
し
て
実
行
し
て
い
る
自
治

体
の
こ
と
（
調
査
は
除
く
）


専
任
の
担
当
者
が
い
る
。


地
元
で
有
名
な
啓
発
劇
団
が
あ
る


と
に
か
く
積
極
的
に
働
き
か
け
る
こ
と

→
多
少
、
う
ま
く
い
か
な
く
て
も
、
あ
き
ら
め
な
い

→
で
き
る
範
囲
で
関
わ
っ
て
も
ら
う


ニ
ー
ズ
を
充
分
に
つ
か
み
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
る
努
力
を
日
々
続
け
る
こ

と


課
題

評
価
の
こ
と

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

1
8

地
方
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
推
進
に
向

け
て

行
政

が
持

つ
べ

き
視

点


（
す
べ
て
の
自
治
体
に
対
し
て
）
「
持
続
性
」

⇒
消
費
者
教
育
施
策
が
定
着
す
る
に
は
時
間
が
か
か
る
。
そ
の
成
果

は
も
っ
と
後

。
⇒
５
年
後
、
1
0
年
後
に
も
持
続
す
る
施
策
を


（
国
及
び
都
道
府
県
に
対
し
て
）
「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」

⇒
努
力
し
て
い
る
自
治
体
に
対
し
て
は
、
国
あ
る
い
は
都
道
府
県
が

財
政
的
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
く
（
科
研
費
の
よ
う
な
仕
組
み
）

⇒
全
国
大
会
を
行
っ
て
、
優
れ
た
啓
発
活
動
、
教
材
を
評
価
す
る


（
す
べ
て
の
担
当
職
員
に
対
し
て
）
「
覚
悟
」

⇒
こ
れ
ま
で
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
相
当
な
「
覚
悟
」
で
取
り

組
ま
な
い
と
消
費
者
教
育
の
推
進
は
で
き
な
い

日
弁

連
シ
ン
ポ
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我
々

（
消

費
者

団
体

等
も
含

む
）
が

地
元

で
取

り
組

む
べ

き
こ
と


地
元
の

実
態

、
推
進

状
況

を
的

確
に
把
握

し
た
上

で
、
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
こ
と

⇒
批

判
や

意
見

だ
け
で
な
く
、
推

進
を
自

ら
実

践
し
て

い
く
つ
も
り
で


地

域
に
関

わ
る
我

々
（
消

費
者

団
体

）
は

、
行

政
職

員
以
上
に
勉
強

し
て
お
く
必
要

が
あ
る

日
弁

連
シ
ン
ポ

2
0
1
3
.9
.2
1

2
0
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行動する消費者を育てる 

 

２０１３年９月２１日 

弁護士 島 田   広 

 

第１ 行動する消費者＝消費者市民が求められている 

 高止まりの消費者被害，被害の高齢化 

 大量消費社会，経済のグローバル化の中で生じる問題 

 

 

第２ 行動する消費者＝消費者市民のイメージ 

 消費者市民社会の概念の登場とその定義 

 「私だけの」消費から環境，社会，経済を視野に入れた消費へ 

 消費者市民が取り得る具体的行動とは 

 

 

第３ 行動を持続的に生み出すために必要なもの 

 モチベーションを生み出す  

 行動する場を作る ，知らせる 

 成功体験とその共有化 

 行政の役割 

 消費者，消費者団体，NPO，事業者との連携の場作り 

 市民と共同して進める消費者行政のあり方 
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行
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る
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消
費
者
市
民
と
は
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自
動
車
の
環
境
性
能
に
関
す
る

分
か
り
や
す
い
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示
（
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イ
ツ
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消
費
者
市
民
の
定
義

1
0

消
費
者
市
民
と
は
，

倫
理
的
，
社
会
的
，
経
済
的
及
び
環
境
的
配
慮
に

基
づ
い
て
選
択
を
行
う
個
人
で
あ
る

消
費
者
市
民
は
，

家
族
，
国
及
び
地
球
的
レ
ベ
ル
で
思
い
や
り
と
責

任
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，

公
正
で
持
続
可
能
な
発
展
を
保
つ
こ
と
に
積
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す
る
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消
費
者
市
民
の
定
義

自
分
が
，

単
な
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
は
な
く
，

社
会
，
経
済
，
環
境
を
公
正
で
持
続
可
能
な
も
の

に
変
え
る
力
を
も
ち
，

そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
存
在
だ
と
知
る
こ
と
で
，

主
体
的
・
能
動
的
に
行
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

消
費
者

1
1

消
費
者

事
業
者
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現
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安
心
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境

持
続
可
能
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と

消
費
者
行
動

資
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維
持

生
活
設
計
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個
人
の
欲
求
を
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す
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消
費

社
会
的
責
任
の
希
薄
化
，
被
害
の
自
己
責
任
化

「
被
害
に
あ
わ
な
い
」
「
賢
い
」
消
費
者
作
り
　

1
6

「
社
会
や
人
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
」
消
費

社
会
参
加
と
社
会
的
責
任
，
被
害
の
社
会
問
題
化

社
会
と
の
つ
な
が
り
と
行
動
に
焦
点
を
当
て
た
消

費
者
教
育
　

個
人
的
な
消
費
観

社
会
的
な
消
費
観
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消費者市民社会関連資料 

2013年 9月 21日 
弁護士 島田 広1 

 
第１ 消費者市民社会とは何か 
●Consumer Citizenship Network（CCN）（２００９年３月「消費者市民教育に関
する諸外国の現状調査報告書」より） 
 消費者市民とは、倫理、社会、経済、環境面における考慮を行った上で選択を行

う個人である。消費者市民は家族、国家、地球規模で思いやりと責任を持って行動

を行うことで、公正で持続可能な発展の維持に積極的に貢献する。 
http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/shohishakyouiku/2008syogaikoku/2008s
yogaikoku.html 

●「消費者行政推進基本計画」（２００８年６月２７日閣議決定） 
 この度創設される新組織は行政のこうした大きな転換の重要な起点であり、…す

べてを一挙に、限られた時間の中で実現することはできない。こうした強化充実の

ためには消費者の声を真摯に受け止める仕組みの存在と消費者による強力な後押

しが欠かせない。消費者がよりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に関

与することがあってこそ、新組織はその存在感を高めることができる。 
 新組織の創設は、転換期にある現在の行政の関係者が「公僕」としての自らの活

動の意味を再考する重要なきっかけを作るものであるとともに、消費者の更なる意

識改革をも促すものである。その意味でこの改革は「消費者市民社会」というべき

ものの構築に向けた画期的な第一歩として位置付けられるべきものである。 
 「消費者市民社会」とは，個人が、消費者としての役割において、社会倫理問題、

多様性、世界情勢、将来世代の状況等を考慮することによって、社会の発展と改善

に積極的に参加する社会を意味しており、生活者や消費者が主役となる社会そのも

のと考えられる。 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/kakugi/080627honbun.pdf 

●平成２０年版国民生活白書 
 消費者市民社会は「消費者市民」が多い程、社会を変える力が増すとはいえ、困

窮者や高齢者などに鞭打って「主体的役割を果たせ」という社会でもない。事業者

や行政の役割を回避するものでもない。むしろ「消費者市民」がやさしい眼差しを

持って一般的な消費者・生活者と連帯し、また企業で働く人も消費者・生活者の視

                                            
1 日弁連消費者問題対策委員会委員（消費者教育・ネットワーク部会）、消費者教育推進会議委員 

泉法律事務所 〒910-0004 福井市宝永 4-9-15 千葉ビル３階 電話 0776-30-1371 

izumi-smd@law.email.ne.jp 
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点を持って事業活動を見直し、社会構造を良くしていく社会でもある。 
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h20/10_pdf/01_honpen/index.html 

●日本弁護士連合会第５２回人権擁護大会「消費者被害のない安全で公正な社会を実

現するための宣言」 
 私たちは、消費者の権利の尊重と消費者の主体的な参加に根ざした、次のような

安全で公正な社会の実現をめざす。 
①消費生活について安全と公正が確保され、消費者の消費行動や社会的活動によ

り、誠実な事業者・生産者を支援し、また、事業者・生産者の質の向上、市場

や社会の改善を図っていくことができる社会。 
②消費者の生命・身体や重要な財産へ危険を及ぼす商品・サービスを市場に出さ

ないための規制、市場で解決できない問題についての規制、市場が適切に機能

するための規制が的確に行われている社会。 
③多様な消費者が存在するなかで、社会的弱者が保護されているとともに、多く

の消費者が消費者教育等により批判的な精神をもって消費行動や社会的活動

を行うことができ、かつ、消費者団体等の諸組織やそのネットワークが、充実

した活動を行うことができる社会。 
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2009/2009
_4.html 

 
第２ 持続可能な消費と生産へのうねり 
（国際社会の動き） 
●アジェンダ２１（１９９２年 国連環境開発会議 リオデジャネイロ） 

 「環境へのストレスを軽減し，人類の基本的ニーズを満たすような消費と生産形
態を促進すること」「消費の役割やどのようにしてより持続可能な消費パターンを

実行するかについてのよりよい理解を発展させること」を目標に掲げ，「環境の質

の保全と持続可能な開発を同時に達成するために，資源利用の最適化と廃棄物の最

小化を促進する必要があり，そのためには生産の効率化と消費形態の変化が求めら

れる」ことを行動の基礎に据えた。 
●消費者保護ガイドライン（1999年改訂 概要） 
持続可能な消費は，現在及び将来の世代の商品とサービスに対する必要を，経済的，

社会的かつ環境的に持続可能な方法で満たすことを含む。 
政府は，持続可能な消費の促進のため，規制，情報提供，持続可能な生産の促進，

環境面での商品テスト，環境コストの価格への上乗せの仕組み，持続可能な消費に

ついての表示や指標の開発，消費動向調査などに取り組むべきである。 
事業者は，商品とサービスの設計，製造及び供給を通じて，持続可能な消費を促進

する責任を負っている。 
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消費者団体と環境団体は，持続可能な消費についての議論への参加の促進，消費者

への情報提供，持続可能な消費に向けた政府と事業者との協力について，責任を負

っている。 
“Expansion of the United Nations guidelines on consumer protection to include 
sustainable consumption”    
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1999/eres1999-7.htm 

●UNESCO・UNEP「youthXchange」 
 変化をもたらす方策を提供するのは政府や規制機関，ＮＧＯと事業者の責任であ

る。しかし，世界の消費者・市民の役割は彼らの行動をより早めよりよいものにす

る上で極めて重要である。 
http://www.nittsu.co.jp/corporate/contribution/pdf/youth_change_jp_01.pdf 

 http://www.nittsu.co.jp/corporate/contribution/environment.html（和訳） 
●コフィ・アナン(前国連事務総長)（２００４年４月２９日 ニューヨーク） 
 持続可能な消費とは、1 人 1 人が持っている力を意味します。消費者として力を
持たない人はいません。環境に配慮した商品を選択することは、誰でも出来ます。

1 人 1 人が力を発揮すれば、持続可能な商品を生産する社会構造も、少しずつ作ら
れていくでしょう（youthXchangeより）。 

●消費者教育：OECD消費者政策委員会の政策勧告（提言）（２００９年） 
 今日の消費者は、情報量の増大や製品の選択肢の拡大に直面し、一層複雑化した

市場の中で活動している。より良い選択を行うことと消費者の利益を保護すること

には、より広範な技能と知識が必要とされるようになっている。この点で、消費者

教育は極めて重要である：消費者教育は、社会的な価値や目的を考慮に入れつつ、

情報に基づき、理にかなった選択を行うための技能や知識を育み、向上させるプロ

セスとして定義できる。消費者教育は、批判的思考を身につけ、意識を高めるのに

役立ち、それによって消費者はよりプロアクティブに行動することが可能となる。

これはまた、消費者が日々複雑化していく市場の中で活動するために必要な自信を

持つために重要なツールでもある。 
 今日の消費者教育は、過去に比べ、より多様な分野をカバーするようになってい

る。例えば、消費者の権利や義務、家計、持続可能な消費、デジタルメディア・技

術が範囲に含まれる。こうした教育は、消費者の生涯を通じて、より良い意思決定

や技能を育む長期的・継続的なプロセスとして捉えられるべきである。 
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/091218gaiyo-kariyaku.pdf 

●北欧閣僚評議会（北欧・エストニア消費者教育グループ編）「消費者の能力教育̶

消費者教育の戦略 消費者教育の目的と内容の提案」（２００９年） 
 持続可能な発展のテーマの目的は，学習者に，彼らが消費者として日頃の生活で

行う消費がもつ意義を認識させ，彼らが将来の生活環境を守る責任ある市民になる
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ようにすることである，持続可能な消費は，自然の過程，生物多様性，天然資源を

維持することに関する諸原則と調和する消費である。それは経済的に効率的である

と共に公正でもある。消費は，人々のライフスタイルを向上させ彼らのコミュニテ

ィへの帰属意識を強めるという目的と，矛盾するものであってはならない。持続可

能な消費は文化と価値と調和する。 
 目 的 
 学習者は，彼らの選択の長期的影響を評価し，持続可能な発展に貢献するため

に努力する。 
 学習者は， 
○持続可能な発展の，環境的，経済的，社会的及び文化的側面についてよく知り，

それら４つ全てを同時に考慮に入れることが持続可能な発展を維持する上で不

可欠であることを理解する。 
○自然的，社会的，経済的及び文化的環境の変化を，将来を見据えた視点，シス

テム思考，及び製品のライフサイクルの認識にたって，調べ，評価し，分析す

ることができる。 
 http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2009-588 
 http://www.caa.go.jp/information/pdf/111107_4.pdf（和訳） 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/
2011/06/28/1306754_12.pdf（和訳） 

●「我々が望む未来」（国連持続可能な開発会議（RIO+20））合意文書（案 ２０
１０年） 
 我々は、貧困と飢餓を撲滅し、人類の活動が地球の生態系及び生命維持システム

を尊重するようになお一層努力する決意である。我々は、我々の生活の仕方のあら

ゆる側面に おいて持続可能な開発を主流として組み込む必要がある。我々は、持
続可能な開発と持続可能な消費及び生産パターンを助長する特別の責任かあるこ

とを認める。 
 http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/zerodraft.pdf 
（企業側の動き） 
●ジョン・エルキントン他著 関根智美訳「クレイジーパワー 社会企業家―新たな

市場を切り拓く人々」（英治出版 2008） 
 今，世界は数々の歴史的な問題に直面している。表面化した対立やテロ攻撃，大

量破壊兵器の脅威、貧困と飢餓，伝染病の世界的大流行の恐れ…。そして，おそら

くもっとも深刻な問題は気候変動ではないだろうか。しかし，適切な方法で立ち向

かえば、今日の危機から明日のソリューションが生まれ、計り知れない規模の市場

機会が創造されるはずだ。…  社会・環境企業家は，自ら先例となって世界を主

導する人々だ。解決困難な問題に立ち向かい，大きなリスクをとり、我々の能力に
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限界などないということを証明しようとする。そして，経済・環境の持続可能性や

社会的公正といった、途方もない目標を掲げて突き進む。社会経済，環境，政治に

おける重大な問題の原因がシステム上の欠陥にあると思えば、システムそのものを

変革することさえ厭わない。かつてない方法で既存の産業構造を崩壊させ，未来へ

の新たな途を創造しようとする。 
  グローバル企業は今，影響力のある社会，環境活動家を血眼になって探し回って

いる。 
●上條典夫「ソーシャル消費の時代 ２０１５年のビジネス・パラダイム」 (講談社

BIZ 2009） 
 今日，消費という行為は意外なほど甚大で，遙か遠方に及ぶ影響を，人間，社会，

環境などあらゆる側面でボーダレスにもたらしうる。食料の約三割を廃棄するとも

言われる日本人と，貧困と飢餓にあえぐ第三世界の子と，決して無縁ではないし，

無縁であってはならない。求められるのは，「量・個」ではなく「質・絆」を重視

した新たな「ソーシャル消費」という意識，スタイルだ。 
●フィリップ・コトラー他著 恩藏直人監訳「コトラーのマーケティング 3.0 ソー
シャルメディア時代の新法則」（朝日新聞出版 2010） 
 今日のマーケターは消費者のマインドとハートをつかもうとする。この消費者中

心のアプローチは，残念ながら，消費者がマーケティングの受動的なターゲットで

あるという見方を暗黙のうちに前提にしている。これはマーケティング 2.0，すな

わち消費者志向の段階の見方である。 

 現在，われわれはマーケティング 3.0，すなわち価値主導の段階の登場を目の当

たりにしている。マーケティング 3.0 では，マーケターは人びとを単に消費者とみ

なすのではなく，マインドとハートと精神を持つ全人格的存在ととらえて彼らに働

きかける。消費者はグローバル化した世界をよりよい場所にしたいという思いから，

自分たちの不安に対するソリューション（解決策）を求めるようになっている。混

乱に満ちた世界において，自分たちの一番深いところにある欲求，社会的・経済的・

環境的公正さに対する欲求に，ミッションやビジョンや価値で対応しようとしてい

る企業を探している。選択する製品やサービスに，機能的・感情的充足だけでなく

精神の充足をも求めている。 

●ピーター・センゲ他著 有賀裕子訳「持続可能な未来へ」（日本経済新聞出版社 

2010） 
 筆者達の考えでは，工業化時代はまさに，このような膨らみすぎたバブルの状態

にある。このバブルは何世紀にもわたって膨張を続けてきたため，ともすれば，「永

遠に膨張していくだろう」と思い込みがちである。しかし，バブルの外側にはより

広大な世界がある。生物学者のＥ・Ｏ・ウィルソンは，これこそが「夢ではないう

つつの世界」だと述べた。わたしたちも気づきはじめているように、工業化時代の
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バブルはすでに極限まで膨らんでおり，その気配はもはや見逃しようがないところ

まできている。…問題は，「工業化時代のバブルは終わるのかどうか」ではなく，

「いつ，どのようにして終止符が打たれるのか」である。 
●レスター・ブラウン著 織田創樹他監訳「レスター・ブラウン プランＢ４．０ 人

類文明を救うために」（ワールドウォッチジャパン 2010） 
 現在の「使い捨て経済」では，原材料の生産，加工，廃棄において，原材料だけ

でなくエネルギーも無駄にしている。使い捨てのマテリアル経済は，明らかに長く

は持ちこたえられない。当然，それは拡大するグローバル経済において、長く持ち

こたえることはできない。 二〇世紀後半に発達した「使い捨て経済」は異常であ
り，この経済そのものが歴史的なゴミの山へと向かっている。 

●ISO26000（２０１０年） 
6.7.5 消費者課題 3: 持続可能な消費 
6.7.5.1 課題の説明 
 持続可能な消費とは，持続可能な開発に即した速度で，製品及び資源を消費す

ることである。この概念は，環境と開発に関するリオ宣言の原則８で奨励されて

いる。この原則には，すべての人々にとって持続可能な開発及びより高い生活の

質を達成するため，国家は，持続可能でない生産及び消費のパターンを抑制し，

排除すべきである，と記されている。持続可能な消費の概念には，動物の身体的

健全性を尊重し，残酷な行為を避けることによって動物保護に配慮することも含

まれる。 
 持続可能な消費における組織の役割は，その組織が提供する製品及びサービス，

かかる製品及びサービスのライフサイクル及びバリューチェーン，並びに消費者

に提供される情報のもつ性質の中から生まれるものである。 
 現在の消費レベルは明らかに持続不可能であり，環境破壊及び資源枯渇を助長

している。消費者は，購買の意思決定を通じ，持続可能な開発を促す上で極めて

重要な役割を果たす。組織は，消費者のライフスタイル選択が，消費者の福祉及

び環境に及ぼす影響を消費者に伝えるための教育を推進すべきである。 
6.7.5.2 関連する行動及び期待 
 持続可能な消費に寄与するため，組織は次を適宜実施すべきである。 
― ライフサイクル全体を考慮しながら，社会的，環境的に有益な製品及びサービ

スを消費者に提供し，環境及び社会への悪影響を抑制するために次のことを行う。 
― 可能であれば，騒音及び廃棄物なとど，製品及びサービスが健康及び環境に与

える悪影響を除去する，又は最小限に抑える。 
― 簡単に再使用，修理又は再生利用できるように製品及び包装を設計する。また，

可能であれば，再生利用サービス及び処理サービスを提供する。又はかかるサー

ビスについて助言する。 
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― バリューチェーンを考慮に入れた上で，製品又はサービスの生産及び配送に関

連する環境要因及び社会要因について，場合に応じて資源効率に関する情報を含

め，追跡可能な情報を消費者に提供する。 
― 消費者に製品及びサービスに関する情報を提供する。かかる情報には，製品及

びその包装のパフォーマンス，原産国，エネルギー効率（該当する場合），内容

物又は原材料（該当する場合には遺伝子組み換え生物の使用に関する言及を含む），

健康への影響，動物保護に関連する側面，安全な用途，保守，保管並びに処分に

関する情報が含まれる。 
― 例えばエコラベルなど，適切で中立のしっかりしたラベリング体系を活用し，

製品及びサービスが持つ環境的にプラスの側面，エネルギー効率及びその他の社

会的に有益な特性を伝達する。 
●日本経団連「企業行動憲章」序文（２０１０年９月１４日） 

 日本経団連は、かねてより、民主導・自律型の活力ある豊かな経済社会の構築に

全力をあげて取り組んできた。そのような社会を実現するためには、企業や個人が

高い倫理観をもつとともに、法令遵守を超えた自らの社会的責任を認識し、さまざ

まな課題の解決に積極的に取り組んでいくことが必要となる。そこで、企業の自主

的な取り組みを着実かつ積極的に促すべく、1991 年の「企業行動憲章」の制定や、

1996 年の「実行の手引き」の作成、さらには、経済社会の変化を踏まえて、数次に

わたる憲章ならびに実行の手引きの見直しを行ってきた。 

 近年、ISO26000（社会的責任に関する国際規格）に代表されるように、持続可能

な社会の発展に向けて、あらゆる組織が自らの社会的責任（ＳＲ: Social 

Responsibility）を認識し、その責任を果たすべきであるとの考え方が国際的に広

まっている。とりわけ企業は、所得や雇用の創出など、経済社会の発展になくては

ならない存在であるとともに、社会や環境に与える影響が大きいことを認識し、「企

業の社会的責任(ＣＳＲ: Corporate Social Responsibility)」を率先して果たす必

要がある。 

 具体的には、企業は、これまで以上に消費者の安全確保や環境に配慮した活動に

取り組むなど、株主・投資家、消費者、取引先、従業員、地域社会をはじめとする

企業を取り巻く幅広いステークホルダーとの対話を通じて、その期待に応え、信頼

を得るよう努めるべきである。また、企業グループとしての取り組みのみならず、

サプライチェーン全体に社会的責任を踏まえた行動を促すことが必要である。さら

には、人権問題や貧困問題への関心の高まりを受けて、グローバルな視野をもって

これらの課題に対応することが重要である。 

 そこで、今般、「企業の社会的責任」を取り巻く最近の状況変化を踏まえ、会員

企業の自主的取り組みをさらに推進するため、企業行動憲章を改定した。会員企業

は、倫理的側面に十分配慮しつつ、優れた商品・サービスを創出することで、引き
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続き社会の発展に貢献する。また、企業と社会の発展が密接に関係していることを

再認識したうえで、経済、環境、社会の側面を総合的に捉えて事業活動を展開し、

持続可能な社会の創造に資する。そのため、会員企業は、次に定める企業行動憲章

の精神を尊重し、自主的に実践していくことを申し合わせる。 

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/cgcb/charter.html 
 
（政府の動き） 
●文部科学省「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」（平成２３年３月） 
１ 消費者教育の目的 
  消費者教育というと、「だまされないため」の教育を思い浮かべることが多い。

悪質商法等の手口を紹介し、だまされないように注意喚起することが消費者教育だ

と考えている者も少なくない。このような注意喚起の取組は、これまでも繰り返し

行われてきた。確かに、消費者の権利を尊重し自立を支援するに当たって、注意喚

起は重要である。しかし、悪質商法等の被害が後を絶たないことから、注意喚起の

取組だけでは不十分であるとの指摘がなされている。 
  近年、経済のグローバル化、サービスの多様化や情報化の急速な進展等により、

消費者を取り巻く環境は大きく変化している。電子マネーやインターネット上での

取引の普及等、商品・サービスと現金のやりとりが主だった消費の形は変化しつつ

ある。また、多種多様な商品・サービスに関する大量の情報の中から、自らに必要

な情報を的確に理解し、取捨選択することが消費者に求められるようになった。 
  さらに、消費者のみではなく、生産する側も変化が求められている。企業の社会

的責任の取組の浸透からも明らかなように、企業はもちろんのこと、商品・サービ

スの提供者側が消費者を重視するようになり、事業者と消費者との相互のかかわり

も変わろうとしている。このような時代の消費者教育は、「だまされないため」だ

けでなく、個人の消費行動に影響を与えるライフスタイル、倫理観、スキル等にも

着目した内容とする必要がある。 
  以上を踏まえ、本指針では消費者教育の目的を、以下の３点とする。 

①消費者の権利を実現し、消費生活の安定と向上を図るため、消費に関する基礎

的・基本的な知識及び技能を習得し、これらを活用して消費者被害等の危機を

自ら回避する能力、将来を見通した生活設計を行う能力、及び、課題を解決す

る実践的な問題解決能力をはぐくむ。 
②自己の利益だけを求めるのではなく、他者や社会とのかかわりにおいて意思決

定し、よりよい社会を形成する主体として、経済活動に関して倫理観を持って

責任ある行動をとれるようにする。 
③消費を、持続可能な社会を実現するための重要な要素として認識し、持続可能

な社会を目指してライフスタイルを工夫し、主体的に行動できるようにする。 
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http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afield
file/2011/10/31/1306400_01.pdf 

●消費者教育推進会議「消費者教育推進のための課題と方向」（平成２４年４月） 
○消費者あるいは消費者市民と持続可能な消費 
 消費者市民社会の概念は、平成２０年６月２７日に閣議決定された「消費者行政

推進基本計画」において、「個人が、消費者としての役割において、社会倫理問題、

多様性、世界情勢、将来世代の状況等を考慮することによって、社会の発展と改善

に積極的に参加する社会を意味しており、生活者や消費者が主役となる社会そのも

のと考えられる。」とされている。 
 そのような社会の担い手は、市民として行動する消費者、すなわち消費者市民で

ある。消費者市民とは、個人のニーズを求めて消費生活を送るだけでなく、その消

費行動や、社会生活、政策形成過程などを通じて国際・国内・地域など各社会の改

善と発展などに積極的に取り組む人々のことである。… 
 地球環境、エネルギー・資源問題を含めて、消費をめぐる社会問題が山積してい

る中で、消費者が、単なる商品やサービスの受け手としてではなく、消費を個人の

欲求を満たすものとのみ捉えず、社会、経済、環境等に消費が与える影響を考慮し

た選択や行動によって公正で持続可能な発展に貢献することが強く求められてい

る。 
 それは、消費者が、大量生産・大量消費・大量廃棄の経済の波に流されて漂流す

る存在から、持続可能な社会・経済の実現に向けた舵取り役となることでもある。 
 … 
 ○消費者市民社会における消費者教育 
 このような観点からすれば、今後の消費者教育では、従来おもに行政が行ってき

た消費者啓発など、消費者被害を防止し、自らの消費生活の安全・安定の確保と向

上に向けて適切な意思決定をし、行動をとることができる消費者を育成することは

その主要な課題の一つであるが、同時に、自らの社会的役割を自覚しつつ積極的に

社会に参加する消費者を育成することをも消費者教育の主要な課題の一つとして

改めて確認する必要がある。 
 このような消費者教育を行うことは、消費者の諸権利の保障や消費者被害の防止

にとっても間接的によい影響を及ぼすと考えられる。なぜなら、前述の「消費者行

政推進基本計画」も「消費者がよりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的

に関与することがあってこそ、新組織はその存在感を高めることができる。」と指

摘するように、消費者の積極的な社会参加は活力のある消費者行政を生み出すから

であり、また、消費者が自らの消費について慎重に検討する態度を身につけること

が消費者被害の防止につながり、さらには公正な社会のあり方を考えさせる教育は

加害者になる者を減少させることにもつながるからである。 
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 ただし、消費者市民社会の考え方が、消費者の諸権利の保障や消費者被害の防止

に対する行政の責任を軽減したり、消費者のいわゆる「自己責任」につながるもの

と誤解されることのないよう、慎重な配慮がなされる必要がある。誰であっても、

どのような教育を受けていても、様々な環境や身体状態の変化によって適切な判断

や積極的な社会参加ができなくなる場合があり、高齢化、高度情報化、グローバル

化等によって消費者被害の深刻さはますます増す一方で ある今日、消費者の保護、
支援、救済等の施策は今後一層充実されなければならない。 
http://www.caa.go.jp/information/pdf/120406_torimatome.pdf 

 
第３ 消費者市民社会と消費者教育 
●北欧の経験から 日弁連講演会「ビクトリア・トーレセン氏講演会 ̶トーレセンさ

ん，消費者市民社会都教育を語る－」（２０１０年１０月） 
 ある学校で人間の尊厳について話をしました。彼らの町には洋服工場があるので，

生徒たちは自分たちが着ている洋服がどのようにつくられるのかを調べました。そ

の中で彼らはその洋服工場が使用している綿が，ロシアにあるウラル山脈の向こう

から来ているということを発見しました。そこで子どもたちは，そのロシアの地域

の子どもたちとインターネットを通じて話をし始めました。そして，その地域に住

んでいる子どもたちの半分が，病気，癌になっているということに気づくのです。

その子どもたちがなぜ病気になっているのかという理由は，良質の綿が取れるよう

に散布される化学物質である殺虫剤によっての病気だということに気づきます。 
 そこで子どもたちは工場に行って，「他の子どもたちを病気にするような洋服は

着たくない」と言ったのです。以前でしたら単に反対して洋服を買わないという運

動をしたものですけれども，今それをやってしまうと，その子どもたちの親たちが

仕事を失ってしまうことにつながります。 
 そこで会社は，子どもたちを招いて，シャツを作る新しい原材料の仕入れ先を見

つける作業を手伝ってもらいました。今では，その会社では綿を使わず，ペルーで

殺虫剤を使わずに生産されている他の材料を使ってシャツを作っています。 
 ですから，子どもたちの行動が状況を変化させたのです。 
 その学校では子どもたちのことを「未来を変える人」というふうに呼び始めまし

た。私はそこの学校を訪れましたが，子どもたちがとても誇らしく，自分たちには

何かができるんだというような確信を持っていました。 
 とても多くの若者たちが自分たちは何もできないと思い込み，受け身な態度でい

ます。若者の間での自殺や薬物の使用，ギャンブルへの依存がますます増えている

のは，日本ばかりではなくて，世界中でそうなのです。 
 子どもたちが自信をつけたことは，その後の将来にも影響を与えるものです。 
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/shiyouhisyakiyouiku
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6.pdf 
 

【参考資料】 
１ ビデオ 
・「北欧にみる消費者市民社会と教育」http://vimeo.com/27502775 
・「消費者市民教育の考え方とつくり方」http://vimeo.com/35154377 

２ 報告書 
・消費者教育シンポジウム「いま、消費者市民社会の実現に向けた消費者教育へ」

報告書（２０１０年４月） 
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/shiyouhisyakiyo
uiku4.pdf  

・シンポジウム「広がれ、消費者市民教育！～消費者教育推進法が成立して、教

育現場はどう変わる？～」（２０１２年５月２６日） 
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/shiyouhisya_eve
nt120526_0.pdf 

３ 記事等 
・島田広「諸外国における消費者市民教育について～「世界は変わる」をすべて

の子供たちに～」東京都消費生活総合センター「わたしは消費者」121 号（２
０１０年９月） 
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/shouhisha/121/5.htm 

・関西消費者協会「消費者情報」４１７号 特集「『消費者市民社会』って何で

すか？」（２０１０年１２月） 
・関西消費者協会「消費者情報」４３９号 島田広「消費者教育推進法と消費者

市民社会」（２０１２年３月発行予定） 
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校
2
0
1
3
年
3
月
3
1
日

4
7

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
消
費
者
教

育
の
事
例
集

消
費
者
庁

2
0
1
3
年
6
月

4
8

消
費

者
教

育
の

市
民

講
師

育
成

に
関

す
る
一
考
察

椙
山
女
学
園
大
学
　
東
珠
実

日
本
消
費
者
教
育
学
会

中
部
支
部
　
中
部
消
費
者

教
育
論
集

2
0
0
9
年

4
9

金
融

教
育

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
　
－

学
校

に
お

け
る
実
践
事
例
集
－

金
融
広
報
中
央
委
員
会

清
水
書
院

2
0
0
5
年
3
月

5
0
中
学
生
・
高
校
生
の
消
費
者
教
育
副
読
本

実
践
！
消
費
者
市
民
に
な
る
た
め
の
５

つ
の

ス
テ
ッ
プ

岸
和
田
市

監
修
：
岡
崎
宣
利
，
大
本
久
美
子

2
0
1
3
年
4
月

5
1

中
部
消
費
者
教
育
論
集
　
第
７
号

日
本
消
費
者
教
育
学
会
中
部
支
部

日
本
消
費
者
教
育
学
会

中
部
支
部

2
0
1
1
年
9
月
3
0
日
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5
2

金
融
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
－
社
会
の
中

で
生
き
る
力
を
育
む
授
業
と
は
－

金
融
広
報
中
央
委
員
会

図
書
印
刷
株
式
会
社

2
0
0
7
年
2
月

5
3
消
費
者
教
育
テ
キ
ス
ト

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
　
th
e
 温

暖
化
　
「
省
エ
ネ
大

作
戦
」

監
修
　
山
本
良
一

社
団
法
人
　
日
本
消
費
生

活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
協
会

2
0
0
8
年
8
月

5
4

Ｃ
Ｅ
Ｌ
　
９
８
号
　
倫
理
的
消
費
－
持
続

可
能

な
社

会
へ

の
ア
ク
シ
ョ
ン

編
集
人
：

京
雅
也
／
弘
本
由
香
里

大
阪
ガ
ス
㈱
，
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
文
化
研
究
所
（
Ｃ
Ｅ

Ｌ
）

2
0
1
2
年
1
月
1
日

5
5

先
生
の
た
め
の
消
費
者
市
民
教
育
ガ

イ
ド
～

公
正

で
持

続
可

能
な
社

会
を
め

ざ
し
て
～

制
作
：
消
費
者
市
民
教

育
テ
キ
ス
ト

検
討
委
員
会

公
益
財
団
法
人
　
消
費
者

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー

2
0
1
3
年
6
月

5
6

新
・
貿
易
ゲ
ー
ム
［
改
訂
版
］

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
考
え
る

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
開
発
教

育
協
会

2
0
0
1
年
8
月
1
日

5
7

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
で
学

ぶ
銀

行
や
さ
し
い
銀
行
の
は
な
し

全
国
銀
行
協
会

5
8

食
料
の
未
来
と
わ
た
し
た
ち
の
”
い
ま
”

監
修
：
谷
川
彰
英

日
本
教
育
新
聞
社
、
農
林

水
産
省

2
0
0
9
年
2
月

5
9

正
義

を
さ
が

そ
う

監
修

：
小

倉
真

樹
（
社
）
全
国
消
費
生
活
相

談
員
協
会

2
0
0
9
年
2
月

6
0

地
域

の
見

守
り
で
高

齢
者

の
消

費
者

被
害

を
防

ぎ
ま
し
ょ
う

監
修
：
椙
山
女
学
園
大
学
　
教
授

東
珠
実

東
京
法
規
出
版

6
1

高
校

家
庭

科
に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
教
育
－
「
家
庭
基
礎
」
導
入
の
学
習

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
案
－

大
本
久
美
子
　
守
野
美
佐
子
　
村
山

昌
子

（
社
）
日
本
家
政
学
会
　
生

活
経
営
学
部
会
「
生
活
経

営
学

研
究

」
N
o
.4
5
(2
0
1
0

年
）
別
冊

6
2

コ
ー
ヒ
ー
モ
ノ
ガ
タ
リ

執
筆
：
織
田
雪
江
　
編
集
・
発
行
責

任
者
：
白
鳥
く
る
み

ア
フ
リ
カ
理
解
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
2
0
1
2
年
3
月

6
3

「
消

費
者

市
民

社
会

」
を
つ
く
ろ
う
！

　
キ

ミ
の
”
行
動
”
が
社
会
を
変
え
る

神
奈
川
県
消
費
生
活
課

公
益
財
団
法
人
　
消
費
者

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー

2
0
1
3
年
3
月

6
4

「
消

費
者

」
か

ら
「
消

費
者

市
民

」
に
な
ろ

う
！

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
　
Ｎ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ひ
と
・

み
ち
・
ま
ち

2
0
1
2
年

6
5
日

本
消

費
者

教
育

学
会

第
３
１
回

大
会

研
究

発
表

ミ
ニ
・
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
と
青
少
年
へ
の
消
費

者
教
育

椙
山
女
学
園
大
学
（
非
）
　
小
田
奈

緒
美

椙
山
女
学
園
大
学
　
東
珠
実

2
0
1
1
年
1
0
月
2
2
日
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6
6

日
ご
ろ
の

生
活

を
振

り
返

り
，
問

い
直

す
　
お
金
や
も
の
の
使
い
方
を
考
え
よ

う
！

実
践
校
　
大
阪
教
育
大
学
付
属
平

野
小
学
校
　
三
好
由
紀
　
鈴
木
真
由

子 実
践
批
評
　
大
阪
教
育
大
学
　
鈴
木

（
資
料
の
コ
ピ
ー
）
Ｐ
１
４

～
２
３

6
7
公
開
授
業
第
２
限
（
2
0
1
2
/
0
2
/
1
1
)家

庭
科
室

家
庭
科
学
習
指
導
案

『
あ
た
た
か
い
着
方
を
く
ふ
う
し
よ
う
』

５
年

３
組

　
三

好
由

紀

6
8
２
０
１
１
年

度
　
消

費
者

教
育

学
生

セ
ミ
ナ
ー

本
校

の
情

報
モ
ラ
ル

教
育

に
つ
い
て

札
幌

市
立

平
岡

中
学

校
　
尾

崎
廉

2
0
1
1
年

8
月

6
日

6
9

お
か
い
も
の
革
命
！
レ
シ
ピ
B
O
O
K

河
野
香
織

Ｊ
Ｓ
Ｔ
名
古
屋
プ
ロ
ジ
ェ
ク

7
0

悪
質
商
法
対
策
ゲ
ー
ム

財
団
法
人
消
費
者
教
育
支
援
セ
ン

タ
ー
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